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１ 令和６年度事業概要 
 

 

（１）山梨県環境整備センター（明野処分場）について 
 

環境整備センターについては、平成２１年５月に公共関与による管理型の廃棄物最

終処分場として操業を開始したが、二度の漏水検知システムの異常検知の発生により、

平成２５年１２月に施設の閉鎖を決定し、平成２７年１月に最終覆土が完了した。現

在は、施設の安全性に十分に留意しながら浸出水処理等の維持管理を行っている。 

令和６年度は、処分場周辺の生活環境への影響を調査するため、浸出水等の水質検

査等の環境モニタリングを定期的に実施したが、生活環境への異常は認められなかっ

た。 

 

（２）一般廃棄物最終処分場（かいのくにエコパーク）について 
 

笛吹市境川町の処分場については、県内に一般廃棄物の最終処分場がない状況等を

踏まえ、県内全市町村の一般廃棄物を対象とする処分場として山梨県市町村総合事務

組合（以下、組合）により整備され、平成３０年１２月から操業を開始した。 

環境整備事業団は、廃棄物処理法第１５条の６に基づき、組合からの委託を受けて、

整備・運営を行っていくことになり、平成２４年５月には、組合と協定を締結し、県

内の一般廃棄物処理体制の整備に向け、組合と一体となり事業に取り組むこととした。 

   令和６年度は、県内の市町村等から排出される焼却灰等の受入れを行うとともに、

処分場周辺の生活環境への影響を調査するため、周辺地下水等の水質について環境モ

ニタリングを定期的に実施したが、生活環境への異常は認められなかった。 

 
※一般廃棄物最終処分場の施設概要 

 

※廃棄物の受入状況 

県内各排出自治体からの廃棄物の受入状況は以下のとおり。 
【廃棄物受入実績 ※各項目を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある】     （単位：ｔ） 

 

施設 一般廃棄物最終処分場 浸出水処理方式 アルカリ凝縮沈殿法

設置場所 笛吹市境川町上寺尾地内 浸出水処理能力 約１２０㎥/日

全体面積 約１２．５ha

埋立面積 約２．９ha

全体埋立容量 ３０．２万㎥

廃棄物埋立量 約２２万㎥

埋立方式 サンドイッチ＋セル方式 埋立開始日 平成30年12月3日

埋立構造 準好気性埋立 埋立完了予定日 令和20年11月30日

遮水構造
底辺部：２重遮水シート＋水密アスファルトコ
           ンクリート
法面部：２重遮水シート
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２ 令和６年度決算について 

 

（１）損益の状況 
 

一般正味財産増減の部のうち、経常収益３億３千１百万円余は、県からの補助金、

指定正味財産からの振り替え、受託事業に係る委託料収入、管理費負担金収入、維持

管理引当金取崩収入等であった。維持管理引当金取崩収入は維持管理引当金の一部を

令和６年度の環境整備センターの維持管理費に充てるため取崩したものである。 

経常費用３億３千１百万円余は、施設の減価償却費、委託費等であった。 

環境整備センターの閉鎖に伴い、基幹収入である料金収入は０円であるが、県から

事業団の財務基盤の安定を図ること等を目的として９千１百万円余の財政支援を受け

たため、経常収益計から経常費用計を差し引いた当期経常増減額は０円となった。 

当期経常外増減額は０円であるため、当期経常増減額と当期経常外増減額を合計し

た当期一般正味財産増減額は０円となった。   

指定正味財産増減の部については、施設の減価償却に応じて一般正味財産へ振り替

えを行った。 

  これらの結果、正味財産期末残高は、９千２百万円余となった。 
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※正味財産増減計算書（前年度比） 
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※正味財産増減計算書（会計別） 
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（２）資産及び負債の状況 
 

事業団が保有する資産は、流動資産２億６千９百万円余、環境整備センターの建物

等の固定資産２億８千７百万円余など、合計５億５千６百万円余となった。 

負債は、流動負債４億５千３百万円余、維持管理引当金の固定負債１千万円余、 

合計で４億６千４百万円余となった。 

また、正味財産は、９千２百万円余となった。 

 

 

 

※貸借対照表 
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３ 経営改善に向けた取り組みについて 
 

  

（１）環境整備センターの維持管理コストの縮減 

 
第一次改革プランでのコスト縮減策として導入した長期継続契約について、浸出水

処理施設運転管理等業務委託や機械警備業務委託において引き続き実施した。また、

浸出水の状況に応じて、水処理施設の運転をきめ細かく管理することにより、電気料

等の縮減を図った。 

 

（２）要員計画の見直し 
 

令和６年度は県派遣職員等８名の体制となっており、前年度と対比して、人員に増

減はないものの、効率的な運営を図れるよう、今後も事業内容を考慮した人員の配置

を行う等適宜見直しを行っていく。 

 

（３）経営支援補助金について 

 
 １ 経営支援補助金の概要 

   事業団の財務基盤の安定を図るため、事業団が事業主体となって実施した廃棄物最

終処分場の整備・運営事業等により生じた事業損失を補填するための補助金である。 

    

 ２ 令和６年度の決算 

令和６年度の事業損失は、約８千７百万円となり、県は損失を補填するため、同額

の経営支援補助金を交付した。 
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経営健全化方針に基づく取組状況（令和７年度） 

 

○法人名：公益財団法人 山梨県環境整備事業団 

 

○経営健全化方針を策定した理由 

・本県では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の将来負担比率に算入された額（県負担見

込額）の状況等から、（公財）山梨県環境整備事業団を含む経営が悪化していると判断された５法人（注

１）について、弁護士、公認会計士、学識経験者等の外部の専門家を含めた「山梨県出資法人経営検討

委員会」を設置し、改革の方向性等の検討を行い、その検討結果に基づき、「改革プラン」を策定し、

必要に応じ改定を行ってきました。 

・総務省通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」（平成 30 年 2 月 20 日付け総財公第

26号総務省自治財政局公営企業課長通知）により、相当程度の財政的リスクが存在する第三セクター等

と関係を有する地方公共団体は、抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経

営健全化のための方針（以下「経営健全化方針」という。）」の策定・公表が求められたところ、本県で

は、「公益財団法人山梨県環境整備事業団改革プラン」に基づき、当該法人に対し、経営支援補助金の

交付、短期無利子資金の貸付、市中金融機関等からの借入金に対する損失補償等の財政的支援を行って

いることから、経営健全化方針の策定要件（４）「その他、各地方公共団体において、経常収支など当

該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要である法人」に該当するものと判断し、「公益

財団法人山梨県環境整備事業団改革プラン」を「経営健全化方針」としても位置付け、引き続き抜本的

改革を推進することとしました。 

（注１）山梨県土地開発公社、（公財）山梨県環境整備事業団、（公財）山梨県農業振興公社、 

山梨県住宅供給公社、（公財）山梨県林業公社（林業公社については平成 28年度解散） 

 

○財政的リスクの状況 

 平成 29年度決算 

（注２） 

令和５年度決算 

（注３） 

令和６年度決算 

（注３） 

損失補償、債務保証及び短期

貸付けの合計額（Ａ） 
486,318千円 386,200千円 378,600千円 

標準財政規模（Ｂ） 261,114,964千円 270,856,606千円 274,969,974千円 

実質赤字比率 3.75％ 3.75％ 3.75％ 

（Ａ）／（Ｂ） 0.19％ 0.14％ 0.14％ 

 

（注２）経営健全化方針の策定が必要となった決算年度の数値 

（注３）直近２年間の決算年度の数値 
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(公財)山梨県農業振興公社改革プランの実施状況 

（経営健全化方針に基づく取組状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月 

 

 

 

 

 

資料１ 



1 

 

１ 令和６年度（公財）山梨県農業振興公社の決算について 
 

（１）収益の状況 

経常収益は、農地中間管理用地貸付や受取補助金の増加により、前年より増加し

た。それに伴い経常費用の事業費も増加したが、当期経常増減額は9,095千円の黒字

となった。また、当期一般正味財産増減額は、前年度の9,838千円をやや下回る7,005

千円となった。 
 

正味財産増減計算書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）     （単位：円） 

科  目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ  一般正味財産増減の部       

1 経常増減の部       

(1) 経常収益       

基本財産等運用益 8,357,509 8,357,486 23 

事業収益 232,678,312 201,190,903 31,487,409 

受取補助金 117,803,928 105,779,849 12,024,979 

雑収益 281,689 33,306 248,383 

貸倒引当金等戻入 6,357,704 5,333,377 1,024,327 

  経常収益計 365,479,142 320,694,921 44,784,221 

(2) 経常費用      

事業費 353,784,279 306,721,175 47,063,104 

管理費 2,600,142 1,706,567 893,575 

  経常費用計 356,384,421 308,427,742 47,956,679 

  当期経常増減額 9,094,721 12,267,179 △ 3,172,458 

2 経常外増減の部      

(1) 経常外収益      

       経常外収益計 0 211,400 △ 211,400 

(2) 経常外費用      

       経常外費用計 0 1 △ 1 

       当期経常外増減額 0 211,399 △ 211,399 

       税引前当期一般正味財産増減額 9,094,721 12,478,578 △ 3,383,857 

       法人税、住民税及び事業税 2,089,800 2,640,400 △ 550,600 

       当期一般正味財産増減額 7,004,921 9,838,178 △ 2,833,257 

       一般正味財産期首残高 86,924,248 77,086,070 9,838,178 

       一般正味財産期末残高 93,929,169 86,924,248 7,004,921 

Ⅱ 指定正味財産増減の部      

       当期指定正味財産増減額 0 0 0 

       指定正味財産期首残高 3,000,000 3,000,000 0 

       指定正味財産期末残高 3,000,000 3,000,000 0 

Ⅲ 正味財産期末残高 96,929,169 89,924,248 7,004,921 
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（２）資産及び負債等の状況 

公社の保有する資産は、基本財産3,000千円のほか、特定資産の強化基金引当資産

や、担い手育成基金引当資産など合計802,054千円である。現金預金等の流動資産が

増加したことにより、資産の部は前年度末から13,605千円増加した。 

負債の部は、長期借入金などが減少したが、農地中間管理事業の長期預かり保証

金や賞与引当金が増加したことから、前年度末から6,601千円の増加となった。 

これにより正味財産合計は96,929千円となり、前年度末から7,005千円増加した。 
 

貸借対照表（令和7年3月31日現在）                 (単位：円) 

科  目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ  資産の部        

  1  流動資産 139,107,300 125,556,572 13,550,728 

  2  固定資産      

基本財産 3,000,000 3,000,000 0 

特定資産 656,517,304 655,903,014 614,290 

  退職給付引当資産 1,177,192 614,362 562,830 

  強化基金引当資産 148,362,655 148,343,710 18,945 

  担い手育成基金引当資産 506,977,457 506,944,942 32,515 

       その他固定資産 3,429,637 3,989,222 △ 559,585 

  固定資産計 662,946,941 662,892,236 54,705 

  資産合計 802,054,241 788,448,808 13,605,433 

Ⅱ  負債の部      

  1  流動負債 23,655,047 18,667,235  4,987,812 

  2  固定負債      

長期借入金 115,793,000 121,793,000 △ 6,000,000 

長期預り金 500,510,000 500,510,000 0 

長期預り保証金 63,989,833 56,939,963 7,049,870 

退職給付引当金 1,177,192 614,362 562,830 

  固定負債計 681,470,025 679,857,325 1,612,700 

  負債合計 705,125,072 698,524,560 6,600,512 

Ⅲ 正味財産の部      

  1  指定正味財産 3,000,000 3,000,000 0 

   (うち基本財産への充当額) 3,000,000 3,000,000 0 

   (うち特定資産への充当額) 0 0 0 

  2  一般正味財産 93,929,169 86,924,248 7,004,921 

   (うち基本財産への充当額) 0 0 0 

   (うち特定資産への充当額) 39,037,112 32,985,652 6,051,460 

  正味財産合計 96,929,169 89,924,248 7,004,921 

  負債及び正味財産合計 802,054,241 788,448,808 13,605,433 
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２ 改革プランの実施状況について 

 
  令和６年度における改革プランの実施状況については、以下のとおりである。 

 

（１）農地中間管理事業の推進 

○ 方針 
・  「山梨県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」に基づき、市町村・農

業委員会・ＪＡ等と連携し、担い手への農地集積・集約化と荒廃農地の発生防

止・解消の推進 

○ 実施状況 

・  公社が実施した農地の借り受け及び貸し付けの実績は、それぞれ312haと

354haであった。 

  ＜年度別の農地借入・貸付面積＞ 

年度 借受面積 貸付面積 

平成26年度 63 ha 49 ha 

平成27年度 215 ha 213 ha 

平成28年度 144 ha 126 ha 

平成29年度 268 ha 269 ha 

平成30年度 198 ha 218 ha 

令和元年度 186 ha 201 ha 

令和2年度 209 ha 224 ha 

令和3年度 207 ha 236 ha 

令和4年度 287 ha 302 ha 

令和5年度 328 ha 358 ha 

令和6年度 312 ha 354 ha 

 

（２）担い手育成対策事業 

○ 方針 

・  関係機関と連携した就農支援体制の強化、農地集積と担い手育成の一体的な

取り組み 

○ 実施状況 

・  就農希望者に対する就農相談対応に加え、県内外で就農相談会（県内：4回、

県外・オンライン：7回）を開催し、210件（オンライン含む）の相談を受けた。

相談者の希望や状況に応じて研修制度や支援制度等を紹介し、円滑な就農及び

定着に向けた支援を行った。 

・  農業啓発事業として、県内の小・中学校15校に対し、農作物栽培や収穫など

の農業体験学習に対する助成を行った。 

・  農業に関心や意欲のある中高年齢者を効果的に就農につなげるため、シニア

世代を対象とした技術研修会（4コース、21名、46回）を開催した。 

・  県内へ新規就農を希望する就農時50歳未満の者を支援するため、県が認定し

たアグリマスター等地域先進農家のもとでの派遣研修と経営管理等の講義を組

み合わせた長期研修(35名、派遣研修1,200時間以上、講義研修27回)を実施した。 
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（３）県奨励品種等種苗の増殖、供給事業 

○ 方針 

・  県の農作物奨励品種等に位置付けられているもののうち、種苗業者で生産が

不足している醸造用甲州種ブドウと、県オリジナル品種であるサンシャインレ

ッド、県が育成した赤ワイン用醸造品種であるソワノワールの苗木生産と産地

への供給 

○ 実施状況 

・  醸造用甲州種は、県内のワイナリー、JA、生産農家等へ優良4系統の苗木

1,114本を供給した。 

・  サンシャインレッドは、県オリジナル品種のため、生産した3,049本の苗木の

全量をJA全農やまなし県本部へ供給した。 

・  令和6年度から、新たにソワノワールの苗木生産に取り組み、県内のワイナリ

ーへ苗木1,624本を供給した。 

 

（４）農業の６次産業化に関する事業 

○ 方針 

・  県産農産物の高付加価値化・産地のブランド化を図る農業の６次産業化のさ

らなる推進 

○ 実施状況 

・  県より「やまなし農山村発イノベーションサポートセンター事業」を受託し、

農業者に対する指導・助言及び延べ22回の専門家の派遣を行い、商品開発から

販売に至るまでの支援を行った。また、74件の相談対応を行った。 

 

（５）収益事業 

  ○ 方針 

   ・ 土地改良事業や調査事業等の収益事業の積極的な受託、経営の合理化等の推 

    進による財源の確保 

  ○ 実施状況 

   ・ 土地改良事業の積算業務を8地区受託したほか、リニア中央新幹線の構築 

    物による農作物への影響調査業務、山梨県植物防疫協会の事務局業務を受託 

    した。 

 

（６）経費節減の取り組み 

○ 方針 
・  事務経費の節減や電子化等による業務の効率化など、経費削減の取組の実施 

○ 実施状況 

・  事務経費の節約に努めるとともに、オンラインで用いる農地中間管理事業業

務システムを導入し、契約管理事務を業務委託先と共有することにより、業務

効率化を図った。 
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（７）長期保有農地の売却差損に係る借入金の計画的返済 

○ 方針 
・  長期保有農地の売却差損に係る県からの無利子短期貸付は、借入金の償還金

額を減額して返済 

○ 実施状況 

・  長期保有農地の売却差損に係る借入金について、令和6年度の期末残高は

115,793千円で、前年度に比べ6,000千円の圧縮を図った。 

 

（８）業務量の増大に伴う組織体制の強化 

  ○ 方針 

・  法改正に伴う農地中間管理事業の業務量増加や、県奨励品種等の種苗の増殖、

供給に関する事業の拡大に対応した、プロパー職員の計画的採用 

○ 実施状況 

・  令和6年度は、農地中間管理業務担当職員1名、種苗業務担当職員1名の計2名

の職員を採用し、プロパー職員5名の体制で業務を行った。 

 

（９）就農支援資金の延滞債務者からの返済金の早期回収 

○ 方針 
・  延滞債務者への継続的な訪問による債権の早期回収と貸倒引当金の必要額の

引当 

○ 実施状況 

・  債務者や連帯保証人との交渉を行い、延滞者1名から120千円の納入を受け、

返済残額は1,878千円となった。 
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経営健全化方針に基づく取組状況（令和７年度） 

 

○法人名：公益財団法人 山梨県農業振興公社 

 

○経営健全化方針を策定した理由 

・本県では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の将来負担比率に算入された

額（県負担見込額）の状況等から、（公財）山梨県農業振興公社を含む経営が悪化してい

ると判断された５法人（注１）について、弁護士、公認会計士、学識経験者等の外部の専

門家を含めた「山梨県出資法人経営検討委員会」を設置し、改革の方向性等の検討を行

い、その検討結果に基づき、「改革プラン」を策定し、必要に応じ改定を行ってきまし

た。 

・総務省通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」（平成30年2月20日付

け総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知）により、相当程度の財政的リスクが

存在する第三セクター等と関係を有する地方公共団体は、抜本的改革を含む経営健全化の

ための具体的な対応等を内容とする経営健全化のための方針（以下「経営健全化方針」と

いう。）」の策定・公表が求められたところ、本県では、「公益財団法人山梨県農業振興

公社改革プラン」に基づき、当該法人に対し、短期無利子資金の貸付、市中金融機関等か

らの借入金に対する損失補償等の財政的支援を行っていることから、（４）「その他、各

地方公共団体において、経常収支など当該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組

が必要である法人」に該当するものと判断し、「公益財団法人山梨県農業振興公社改革プ

ラン」を「経営健全化方針」としても位置付け、引き続き抜本的改革を推進することとし

ました。 

(注１)山梨県土地開発公社、(公財)山梨県環境整備事業団、(公財)山梨県農業振興公社、 

山梨県住宅供給公社、(公財)山梨県林業公社(林業公社については平成28年度解散) 

 

○財政的リスクの状況 

 平成29年度決算 

（注２） 

令和５年度決算 

（注３） 

令和６年度決算 

（注３） 

損失補償､債務保証及び

短期貸付けの合計額(Ａ) 
146,337千円 127,793千円 121,793千円 

標準財政規模（Ｂ） 261,114,964千円 270,856,606千円 274,969,974千円 

実質赤字比率 3.75％ 3.75％ 3.75％ 

（Ａ）／（Ｂ） 0.06％ 0.05％ 0.04％ 

 

(注２)経営健全化方針の策定が必要となった決算年度の数値 

(注３)直近２年間の決算年度の数値 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 沿革 
S47年 (財)山梨県農地開発公社として設立  

H25年 公益財団法人に移行 

H26年 農地中間管理機構に指定  

R 5年 農山村発イノベーションサポートセンターを設置 

２ 基本財産等の状況 
基本財産 3,000千円 (県出資)  

３ 職員の状況 
役員2名、農地集積課10名、基盤整備課3名、就農支援センター3名   

農山村発イノベーションサポートセンター3名      合計21名                       

４ 主な事業 

（1）公益目的事業 

① 農地中間管理事業 

・担い手への農地集積を推進 

② 担い手育成対策事業     

・就農相談活動（就農支援センター事業） 

就農希望者に対する就農相談 

・シニア世代就農促進事業 

概ね50歳以上の就農希望者向けの技術研修を実施 

・やまなしあぐりゼミナール就農支援事業 

 自営就農希望者対象の技術研修と座学を組み合わせた長期研修を実施 

③ 県奨励品種等種苗供給対策事業 

・醸造用甲州の苗木の増殖と生産者への供給 

・県オリジナル品種甲斐ベリー7（サンシャインレッド）の苗木の増殖と生産者への供給 

④ 農業の６次産業化に関する事業 

・やまなし農山村発イノベーションサポートセンター業務を実施 

（2）収益事業 

① 土地改良事業の積算業務受託 

② リニア中央新幹線の構造物による農作物影響調査の業務受託 

③ 山梨県植物防疫協会の事務局業務受託 

５ 財務の状況 

（1）収支の状況（R4年度） 

・正味財産期末残高 80,086千円  当期収支差額 3,965千円 

（2）長期借入金等（R4年度） 

・長期保有農地の売却差損等に係る借入金 127,793千円 

 (公財)山梨県農業振興公社改革プラン【概要】 

〔計画期間：令和 6～10 年度〕 

１ 経営の健全化に向けたこれまでの取り組み 

（1）第１次改革プラン（H22～H24）長期保有農地の売却、人件費の削減 

（2）第２次改革プラン（H24～H28）農地保有合理化強化基金の返還、公益法人化への対応 

（3）第３次改革プラン（H26～H30）公益法人化、農地中間管理機構指定に伴う経営検証 

（4）第４次改革プラン（H27～H30）緊急雇用創出事業委託料の返還に対する対応 

（5）第５次改革プラン（H31～R5） 収益事業の拡大、借入金の計画的な返済 

（6）継続して実施している取り組み 

・人件費の削減（プロパー職員の月額給与5%カット、管理職手当の10%ｶｯﾄの実施） 

・収益事業による収益の確保（H29～ﾘﾆｱ農作物影響調査、R1～植物防疫協会事務局） 

２ 今後の課題 

（1） 経営の健全化に向けた一層の収益確保と借入金の計画的返済 

・引き続き、経費削減と収益確保により、県からの借入金を着実に返済 

（2） 農地中間管理事業の業務量増加への対応 

・法改正に伴う業務量増加に対応するため、プロパー職員の増員を検討 

（3） 種苗供給対策事業の業務量増加への対応 

・生産量増加に対応し技術の蓄積を図るため、プロパー職員の増員を検討 

（4） 就農支援資金の延滞債務者からの返済金の早期回収 

・引き続き、延滞債務者への訪問等による早期の回収 

※ H30 年度のプランから 

⇒時点修正：一重下線 

⇒新たな課題への対応：二重下線 

１ 経営の健全化に向けた経費節減と収益の確保 

・事務経費等の節減（消耗品、通信費等の節減や業務効率化による人件費の抑制） 

・新たな収益事業の導入に向けた検討の実施 

２ 長期保有農地の売却差損に係る借入金の計画的返済 

・長期保有農地の売却差損に係る借入金の償還までの計画的返済 

３ 業務量の増大に伴う組織体制の強化 

・農地中間管理事業の業務量増加に伴う人員増 

・ブドウの種苗供給事業の業務量増加に伴う人員増 

４ 就農支援資金の延滞債務者からの返済金の早期回収 

・延滞債務者の訪問による債権の早期回収 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公財）山梨県農業振興公社改革プラン（経営健全化方針） 
     

 

－（公財）山梨県農業振興公社の現状と今後の方針－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月改定 

 

山 梨 県 

資料３ 
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Ⅰ  公社の概要等        

 

１１  沿沿革革  

昭和47年4月5日  県の全額出資により「財団法人山梨県農地開発公社」設立 

昭和47年6月1日  農地保有合理化法人の指定を受ける 

平成6年4月1日 農業経営基盤強化促進法の施行に伴い「財団法人山梨県農業

振興公社」に名称変更 

平成13年4月1日    「社団法人山梨県農業後継者等育成基金協会」と統合 

平成19年7月1日 就農相談窓口のワンストップ化を図るため、農業振興公社に

「山梨県就農支援センター」を開設 

平成25年7月1日  公益財団法人に移行 

平成26年3月19日 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき「山梨県農地

中間管理機構」に指定 

令和5年5月18日  農業の6次産業化等をさらに推進するために「やまなし農山村

発イノベーションサポートセンター」を設置 

 

 

２２  基基本本財財産産等等のの状状況況  

（1）基本財産                   3,000千円（全額県出資） 

（2）農地保有合理化促進事業強化基金    148,500千円（全額県出資） 

                   運用収益               1,625千円（R4） 

（3）農業後継者育成基金             507,111千円 

                 出資額   県      300,000千円 

                                 市町村    100,000千円 

                                農業団体  100,510千円 

                                その他      6,601千円 

運用収益                6,733千円（R4) 

※(1)～(3)の基本財産等の県の出資額合計は451,500千円で、出資割合は68.6％。 

 

 

３３  職職員員のの状状況況  

平成26年度からの農地中間管理事業の開始に伴い、県派遣職員を1名増員し、事
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務局長と基盤整備課長の2名の体制とした。 

平成29年度には、常勤役員（理事長）に県職員ＯＢを配置するとともに、農地中

間管理事業の業務量の増加に伴い、プロパー職員1名及び嘱託職員1名を増員した。

また、県奨励品種等種苗供給対策事業の導入により嘱託職員1名を採用した。 

その後、シニア世代就農促進事業、やまなしあぐりゼミナール事業、やまなし農

山村発イノベーションサポートセンター設置などの新たな事業の実施に伴い必要

な人員を確保し、現在は、常勤役員2名、県派遣職員2名、プロパー職員3名、有期

雇用契約職員14名（就農支援センター3名含む）、合計21名の体制となっている。（表1） 

 

   （表1）職員数の推移                                      （単位：人) 

年 度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

常勤役員 2 2 2 2 2 2 2 

県派遣職員 2 2 2 2 2 2 2 

プロパー職員 3 3 3 3 3 2 3 

有期雇用契約職員 
（嘱託職員等を含む） 8 9 9 10 11 11 14 

計 15 16 16 17 18 17 21 

 

 

４４  主主なな事事業業  

（1）公益目的事業 

① 農地中間管理事業 

ア 事業内容 

・  農地中間管理事業は、農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用

地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用

地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、農業の生産性の向上に資する

ことを目的としている。 

・  農地中間管理事業の推進に関する法律第4条において、都道府県知事は

都道府県に一つに限って農地中間管理機構を指定することができるとさ

れており、県は、(公財)山梨県農業振興公社を指定している。 

・  農地中間管理機構は、経営規模を縮小する農家等から農地を借り受け、

新規就農者や経営を拡大する農家などの担い手に転貸を行う。また、担い
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手が、まとまりのある形で農地を利用できるよう、農地の区画整理や荒廃

農地の再生作業等の条件整備を行う。 

・  農地中間管理事業の一部の業務のうち、農地の貸し手の掘り起こしや借

受け希望者とのマッチング等については、市町村、ＪＡ等に委託を行って

いる。 

 

イ 実 績 

・  貸借面積は増加傾向にあり、令和4年度の借入面積・貸付面積は、これま

での9年間で最も多く、貸付面積は初めて300haを超えた。（表2） 

   （表2）農地中間管理事業の貸借実績              （単位：ha） 

年 度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

借入面積 63 215 144 268 198 186 209 207 287 

貸付面積 49 213 126 269 218 201 224 236 302 

※借入面積と貸付面積が一致しないのは、年度をまたいで借入と貸付が行われたため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 担い手育成対策事業 

＜就農相談活動（就農支援センター）＞ 

ア 事業内容 

・  次世代の本県農業を担う新規就農者を幅広く確保するため、本県におけ

る就農相談のワンストップ窓口として平成19年に「就農支援センター」を

開設し、就農支援マネージャーによる相談対応を行っている。 

・  令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、都道府県は同法第

11条の11により、「農業経営・就農支援センター」を設置することとされ

ており、本県では、農業経営・就農支援センターの就農関係のサポートに
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関する窓口は、（公財）山梨県農業振興公社（就農支援センター）に設置

されている。 

・  就農支援センターでは、就農に必要な農業技術研修の情報や、農地・機

械の確保、資金の調達などについて、就農希望者からの相談対応を行って

いる。また、県内外から広く新規就農者を確保するため、県内での就農相

談会の開催のほか、全国規模の合同相談会への参加やオンラインでの相談

対応も行っている。 

 

イ 実 績（令和4年度） 

・ 就農相談件数 309件  うち就農相談会（13回） 169件 

              対面相談       87件 

              オンライン相談    38件 

  

＜やまなしあぐりゼミナール就農支援事業＞ 

・  技術と経営感覚を備えた担い手を着実に育成するため、県内で自営就農

を目指す者に対し、先進農家のもとでの実践的な技術研修と、関係機関等

での経営管理の座学研修や先進地視察等を組み合わせた1～2年間の長期

研修を実施している。R4年度は26名が受講した。 

 

＜シニア世代就農促進事業＞ 

・  農業に関心や意欲のある中高年齢者（概ね50歳以上）を就農につなげる

ため、ベテラン農家のほ場において、週末に技術研修を実施している。R4

年度は5コース実施し53名が受講した。 

 

＜その他の主な事業＞ 

 ア 児童・生徒への農業啓発に関する事業、担い手組織の支援に関する事業 

・  農作物の栽培体験に取り組む小中学校の活動や、就農者を指導する指導

農業士や就農者の相談に応じる青年農業者等が組織する団体の活動に対

して助成を行っている。令和4年度は小中学校18校、農業者団体2団体へ助

成した。 

 

 イ 就農支援資金貸付事業 

・  平成7年より、県から資金貸し付けを受け、公社から認定新規就農者へ

資金の貸付を実施していた。平成26年4月より、㈱日本政策金融公庫を貸
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付主体とした新制度に移行している。  

・  現在は、制度改正前に公社が貸し付けた延滞債務者2名について、訪問

等による回収業務を行っている。 

 

③ 県奨励品種等種苗供給対策事業 

ア 事業内容 

  県の農産物奨励品種等に位置づけられているもののうち、種苗業者で生産が

不足しているブドウについて、苗木の生産と産地等への供給を行っている。 

＜醸造用甲州種＞ 

・  平成29年度から、県産ワインの更なる品質向上を図るため、「山梨ワイ

ン産地確立推進計画」推進連絡会議が選抜した甲州推奨4系統の苗木の生

産・供給の取り組みを実施し、ワイナリー、ＪＡ、個人農家へ苗木を供給

している。  

＜甲斐ベリー７（サンシャインレッド）＞ 

・  令和3年度から、「シャインマスカット」の血を引く、赤系ブドウの県オ

リジナル品種「甲斐ベリー７（サンシャインレッド）」の増殖及び産地化

に向けた苗木の生産を実施しており、令和4年度に初めて苗木を供給した。 

 

イ 実 績（令和4年度） 

・ 醸造用甲州種の苗木の販売数  1,176本 

・ 甲斐ベリー７の苗木の販売数  1,005本 

 

④ 農業の６次産業化に関する事業 

・  様々な地域資源を活用することで農業の6次産業化をさらに推進し、県

産農産物の高付加価値化・産地のブランド化を図るため、令和5年度より

「やまなし農山村発イノベーションサポートセンター」業務を受託し、同

センターを公社に設置した。 

・  6次産業化に取り組む意欲ある農業者等に対して、適切な助言や専門家

の派遣など、農産物の生産、商品開発から製造、販売に至るまでの一貫し

た支援を行っている。 

 

（2）収益事業 

① 土地改良事業等の業務受託に関する事業 
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・  県農務事務所が発注する鳥獣害防止柵設置工事等の積算業務を受託し

ている。令和4年度は合計8件、18,742千円。 

 

② 農業・農村の活性化に関する調査等の受託事業 

＜中央新幹線の構造物による農作物への影響調査の業務受託に関する事業＞ 

・  平成29年度から、公社、ＪＲ東海、県で三者協定を締結し、「リニア中

央新幹線の構造物による農作物への影響調査」について業務を受託している。 

・  日照阻害による農業収入の減収を補償する際のデータを提供するため、

補償額算出に用いる減収率の算定に必要な収量調査を行っている。 

 

＜山梨県植物防疫協会の事務局業務の受託に関する事業＞ 

・  令和元年度から、新規農薬の効果や普及性の確認、農薬安全使用活動、

病害虫防除基準の作成及び配布などを行う山梨県植物防疫協会の事務局

業務を受託している。 

 

（表3）山梨県農業振興公社が実施している主な事業 

 

 

５５  財財務務のの状状況況（（経経営営状状況況、、財財政政的的リリススククのの現現状状））  

（1）収支の状況 

・  公社の運営は、国及び県からの補助金収入、基本財産等の運用益、農地の

売買手数料で行ってきた。しかし、金利の低下により運用益が落ち込むとと

もに、農地売買が中心の農地保有合理化促進事業から農地貸借が中心の農地

中間管理事業への移行に伴い、売買手数料は年々減少している。 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

農地中間管理事業

就農相談業務

シニア世代就農促進事業

やまなしあぐりゼミナール研修事業

種苗増殖・供給事業（甲州種）

種苗増殖・供給事業（甲斐ベリー7）

農業の6次産業化に関する事業

土地改良事業等の受託に関する事業

リニア中央新幹線構築物影響調査

植物防疫協会事務局業務

公
益

収
益
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・  また、長期保有農地の売却差損に係る借入金の県への返済を進めるなか、

平成27年度～令和2年度については、会計検査院から不適当と指摘された緊急

雇用創出事業の委託料を県へ返還した。 

・  このため、公社では、人件費の削減など経営の合理化や、新規収益事業の

導入による収益の確保などに取り組み、収支の改善と経営の健全化に努めて

きている。 

・  平成30年度末以降の正味財産の状況及び収支の状況は、表4、表5のとおり

である。収支は、積極的な収益事業の実施もあり、令和元年度以降黒字に転

換している。 

 

（表4）正味財産の状況        （表5）収支の状況         （単位：千円） 

年度 正味財産期末残高  年度 収入 支出 当期収支差額 

H30 

R1 

R2 

R3 

R4 

35,892 

48,974 

60,507 

70,927 

80,086 

 H30 

R1 

R2 

R3 

R4 

497,172 

502,793 

531,802 

538,613 

541,577 

502,046 

499,926 

530,732 

533,679 

537,612 

-4,874 

2,867 

1,070 

4,934 

3,965 

 

（2）長期借入金等の状況 

ア 農地保有合理化促進事業借入金 

・  平成2年度から平成12年度に取得した農地については、農地価格の下落や担

い手である農業者の減少や経営悪化などにより計画的な売却が進まず、買入

農地の保有期間が長期化し、借入利息の負担や取得価格と売り渡し価格との

差が発生していた。 

・  平成18年度より、売却差損を補填する国の緊急事業が創設されたことに伴

い、長期保有農地の早期売却に取り組み、平成22年度までにすべての保有農

地を売却処分した。処分後の売却差損額は278,743千円となり、公社負担

46,935千円と国の助成金71,015千円により縮減した最終的な差損額は

160,793千円となった。 

・  こうして発生した売却差損に対する金利負担を抑制するため、県から短期

無利子資金を借り入れており、毎年公社の収益を充てることで借入額を縮減

している。令和5年度の借入額は127,793千円となっている。 
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（表6）長期保有農地の売却完了時点（Ｈ23.3.31）での売却差損額  (単位：千円) 

簿価 
A 

売却額 
B 

国助成金 
C 

公社負担額 
D 

売却差損額 
A-B-C-D 

446,954 168,211 71,015 46,935 160,793 

※ 売却差損額 ＝ 簿価－(売却額＋国助成金)－公社負担額 

 
イ 農地買入資金 

・  農地の買入れのための借入資金である。現在、公社は売却が確実な農地の

みを買入れ対象とするとともに、保有している間の値下りリスクを避けるた

め、短期間での農地売買を行っている。令和4年度は、0.4haの農地の買入れ

に際し、2,902千円を借入れ、2,902千円を返済している。 

 

ウ 小作料前払資金 

・  平成25年度まで実施していた農地保有合理化促進事業では、土地の所有者

から一括前払いで農地を借り受ける制度があり、この際、前払いに要する資

金（小作料前払資金）を(公社)全国農地保有合理化協会から借り入れている。 

・  毎年、農地の借り受け者から徴収する賃借料を原資として返済を行ってお

り、令和4年度に償還が終了している。 

 

エ 就農支援資金貸付金借入金 

・  就農支援資金は、県から無利子で借入れた資金を県が認定した新規就農者

に無利子で貸し付けるための資金であり、平成7年度から平成9年度までに

90,000千円を借入れており、平成30年10月に完済している。 

 

オ 緊急雇用創出事業の委託料に係る長期未払金の返還金 

・  会計検査院による平成26年度決算検査報告において、平成23年度に公社が

県から受託した緊急雇用創出事業について、委託料が過大な支出と指摘され、

公社は、委託料の一部である50,710千円を県に返還することとなった。 

・  平成28年度から、再委託先の返還分と公社の返還分を合わせて県へ返還し

ており、令和2年度までに全額返還している。 
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Ⅱ  経営の健全化に向けたこれまでの取り組みと課題 

 

１１  経経営営のの健健全全化化にに向向けけたたここれれままででのの取取りり組組みみ  

平成20年、国のガイドラインに基づき「山梨県出資法人経営検討委員会」が設置

され、経営が悪化した第三セクター等の評価及び改革プランを策定することとされ

た。当公社については平成22年に改革プランを策定し、その後、状況の変化や新た

な課題に対応するため4回の改定を行っている。 

 

（1）第１次改革プラン ＜H22～H24＞ 

  農地中間管理事業の前身である農地保有合理化事業の拡大、担い手の相談・支援

体制の強化、及び、長期保有農地の売却差損の早期処理を行うこととし、平成22年

度末までに保有農地の売却の完了、経営健全化のための人件費の縮減等を行った。 

 

（2）第２次改革プラン ＜H24～H28＞ 

平成25年度末までに、農地保有合理化事業促進強化基金の国費相当分を返還する

必要が生じたこと、また、公益法人化への対応等が必要となったことから改定を行

い、平成25年7月に公益法人へ移行した。 

 

（3）第３次改革プラン ＜H26～H30＞ 

公益財団法人移行に伴う会計ルールの変更や、平成26年度より農地中間管理機構

として指定されたことを受け、経営への影響を検証する必要が生じたため改定。農

地中間管理事業の業務量を見極めた上で、必要な人員及び組織について検討してい

くこととした。 

 

（4）第４次改革プラン ＜H27～H30＞ 

会計検査院の指摘に伴う委託料の返還等の新たな課題が生じたことから、プラン

を改定。委託料の返還は分割納付とすること、またこの間は、県からの借入金に係る

償還金額は減額し委託料の返還を優先することとした。 

 

（5）第５次改革プラン ＜H31～R5＞ 

計画期間の満了に伴い改定。引き続き、経営の健全化に向けた人件費や事務経費

等の削減、収益を確保するための新たな収益事業の導入を進めるとともに、借入金

の返済を計画的に進めることとした。 
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（6）継続して取り組んでいる事項 

ア 人件費の縮減 

・  平成17年度からプロパー職員の月額給与5％カット及び管理職手当10％カ

ットの実施を行っており、人件費の抑制を図っている。 

 

イ 収益事業による収益の確保 

・  収益事業として「土地改良等受託事業」を位置付け、県が発注する鳥獣害

防止柵設置工事等の積算業務を受託している。 

・  平成29年度より、「リニア中央新幹線の構造物による農作物への影響調査」

に関する業務を受託し、リニア高架橋建設により日陰が生じる農地について、

農作物の収穫量や品質への影響調査を行っている。 

・  令和元年度より、山梨県植物防疫協会から、農薬安全使用の啓発活動に関

する事務や病害虫防除基準の作成・配布等を行う事務局業務を受託している。 

 

 

２２  ここれれままででのの評評価価とと今今後後のの課課題題  

（1）経営の健全化に向けた一層の収益確保と借入金の計画的返済 

・  平成24年度からの長期保有農地売却差損に係る県からの借入金及び平成28

年度から令和2年度までの緊急雇用創出事業の委託料に係る返還金ともに、人

件費削減などによる経営の合理化や新たな事業の受託による収益確保などの

取り組みにより、計画に基づいた確実な返済を行ってきている。 

・  引き続き、事務経費等の削減に努めていくとともに、長期保有農地の売却

差損に係る借入金を計画的に返済するため、現在実施している収益事業によ

る収益を安定的に確保しつつ、新たな収益事業の取り組みについても検討し

ていく必要がある。 

 

（2）農地中間管理事業の業務量増加への対応 

・  平成26年度の農地中間管理事業の開始以降、平成29年度にプロパー職員を1

名増員し、その後は経営の健全化を図るため、プロパー職員ではなく嘱託職

員等の増員により、人件費を抑制しつつ年々増加する業務量に対応してきて

いる。 

・  令和5年4月、農業経営基盤の強化の促進に関する法律の改正により、これ

まで本県の約2/3を占めていた農業経営基盤強化法による貸借が令和7年度か
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ら廃止されることとなった。これにより、農地の貸借のほぼすべてが農地中

間管理事業での貸借となり、その場合、業務量は現在の約3倍となる見込みで、

添付資料の簡素化など事務の効率化を図っても現人員では対応できないと

考えられることから、プロパー職員の増員を検討する必要がある。 

 

（3）種苗供給対策事業の業務量増加への対応 

・  平成29年度より実施しているブドウ種苗の生産・供給事業については、公

益事業として、品質、数量ともに安定的な苗生産を行っており、県内のワイ

ナリーやＪＡ等へ広く供給している。一方で、県内の種苗業者による苗木の

供給が依然として不足していることから、令和6年度に新たな品種の生産を県

及び全農やまなしから受託する予定となっている。 

・  現在、種苗生産については2名を専従職員として有期雇用し生産管理を行っ

ているが、種苗の生産事業については、令和6年度には事業量が倍増し、その

後の継続的な事業実施が見込まれるため、高い技術力のある職員を継続的に

雇用し、県及びＪＡと連携して生産技術の蓄積を行っていく必要がある。そ

のため、種苗事業専従の技能労務職のプロパー職員の雇用を検討していく必

要がある。 

 

（4）就農支援資金の延滞債務者からの返済金の早期回収 

・  毎年の計画的な返済金回収に努めており、令和4年度末の延滞債務者は2名、

残額は2,123千円となっている。引き続き、延滞債務者や連帯保証人への訪問

を継続的に行い、早期回収に努めていく必要がある。 
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Ⅲ  今後の方針（経営の健全化に向けて） 

 

今後、農業従事者の高齢化や担い手の不足などにより、耕作されなくなる農地の

増大が懸念される一方で、新たな事業展開を農業に求める企業や、本県の豊かな自

然環境に魅力を感じて、新たに農業経営を目指す就農希望者が増加している。 

こうした新たな農業の担い手等へ、農地を引き継ぎ集積していく農地中間管理機

構の役割は益々重要となる。また、県内外からの就農希望者が地域農業の担い手と

して農村地域に定着していくことは、本県農業の維持・発展のみならず、本県にお

ける人口減少対策の一つとしても有効である。 

今後も法人設立の目的である本県農業・農村の持続的な発展のため、これまで培

ってきた知識やノウハウを活かし、農地集積及び担い手の育成のほか、新たな事業

や課題にも積極的に取り組むとともに、引き続き、経費の節減及び収益の確保によ

る経営健全化の取り組みを進めていく。 

 

 

１１  計計画画期期間間  

本改革プランの計画期間は、令和6年度（2024年度）～令和10年度（2028年度）

までの5年間とする。 

 

 

２２  今今後後のの方方針針  

（1）経営の健全化に向けた経費節減と収益の確保 

・  引き続き、事務用品やコピー・通信費等の事務経費の節減に努めるととも

に、電子化等業務の効率化による人件費の抑制や、光熱費等の契約の見直し

など、様々な方法により経費削減に取り組む。 

・  安定的な収益を確保するため、現在実施している収益事業については引き

続き継続的に実施するとともに、新たな事業の取り組みについても検討を行う。 

 

（2）長期保有農地の売却差損に係る借入金の計画的返済 

・  前プランの計画に基づき、令和2年度までに緊急雇用創出事業の委託料に係

る長期未払金は完済している。今後は、長期保有農地の売却差損に係る借入

金を令和26年度（2044年）の完済予定まで毎年600万円ずつ計画的に返済して

いく。 
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（表7）緊急雇用創出事業の委託料に係る長期未払金の返還状況   (単位：千円) 

年 度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

期首残高 50,710 41,994 37,794 28,524 19,254 9,984 

返還額 
公社 5,070 0 5,070 5,070 5,070 4,957 

委託業者 3,646 4,200 4,200 4,200 4,200 5,027 

期末残高 41,994 37,794 28,524 19,254 9,984 0 

 

（表8）長期保有農地の売却差損に係る借入金の返済状況と返済計画 (単位：千円) 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

期首残高 144,793 143,793 142,793 141,793 140,793 139,793 133,793 

返済額 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 

期末残高 143,793 142,793 141,793 140,793 139,793 133,793 127,793 

 

年 度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

期首残高 127,793 121,793 115,793 109,793 103,793 97,793 91,793 

返済額 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

期末残高 121,793 115,793 109,793 103,793 97,793 91,793 85,793 

※ この計画で返済が進めば、令和26年度（2044年）に完済となる予定。 
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（3）業務量の増大に伴う組織体制の強化 

・  農地中間管理事業の事業量が年々増加するなか、法改正の影響により令和7

年度には法改正前の約3倍の業務量となる見込みである。公社は、農地中間管

理機構として県で唯一指定を受ける機関であり、今後も農地の貸借、さらに

貸借による集積・集約化を担う機関として安定的な事業運営を行うことが必

要不可欠であることから、今回の法令改正により見込まれる業務量の増加へ

対応するため、プロパー職員を増員することとする。 

・  令和6年度から事業量の倍増が見込まれるブドウの種苗生産については、種

苗の安定生産に向け、高い技術力のある職員を継続的に雇用し、生産技術の

蓄積を行っていく必要があることから、技能労務職のプロパー職員を増員す

ることとする。 

 

（4）就農支援資金の延滞債務者からの返済金の早期回収 

・  就農支援資金の返済金の延滞については、債務者等への訪問を継続的に行

い計画的な返済金の回収に努める。 

・  また、最終的に回収できなかった場合に備え、公社経営に支障を生じさせ

ないよう貸倒引当金を積立てていく。 

 

 

３３  経経営営目目標標のの評評価価  

公社が改革プランに基づき策定する経営計画の実施状況について、毎年度、経営

状況の確認と評価を行い、併せて公社のホームページで情報を公開する。 

 

 

４４  県県のの指指導導・・監監督督  

山梨県出資法人等指導監督要綱に基づき、公社の自主性を尊重する中で適切な事

業執行を行い、抜本的な改革を含む経営の健全化が図られるよう、公社の事業の実

施や財務状況などについての指導・監督の強化を行っていく。 
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正正味味財財産産増増減減計計算算書書  

＜令和4年4月1日から令和5年3月31日まで＞ 

 

（単位：千円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

　基本財産運用益 0 0 0

　特定資産運用益 8,357 8,357 0

　事業収益 174,660 155,873 18,787

　受取補助金等 90,242 96,752 △ 6,509

　雑収益 25 16 9

　貸倒引当金等戻入 5,231 2,824 2,408

経常収益計 278,516 263,822 14,694

(2) 経常費用 0 0 0

　事業費 266,283 250,356 15,927

　管理費 1,190 1,077 112

経常費用計 267,473 251,433 16,040

　　　当期経常増減額 11,043 12,388 △ 1,345

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

　経常外収益計 0 0 0

(2) 経常外費用

　経常外費用計 0 0 0

　　　当期経常外増減額 0 0 0

　　　税引前当期一般正味財産増減額 11,043 12,388 △ 1,345

　　　法人税、住民税及び事業税 1,884 1,968 △ 84

　　　当期一般正味財産増減額 9,159 10,420 △ 1,261

　　　一般正味財産期首残高 67,927 57,507 10,420

　　　一般正味財産期末残高 77,086 67,927 9,159

Ⅱ  指定正味財産増減の部 0 0 0

　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　指定正味財産期首残高 3,000 3,000 0

　　　指定正味財産期末残高 3,000 3,000 0

Ⅲ  正味財産期末残高 80,086 70,927 9,159
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貸貸借借対対照照表表  

＜令和5年3月31日現在＞ 

 

 

（単位：千円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産 85,985 76,250 9,735

２．固定資産

(1) 基本財産 3,000 3,000 0

(2) 特定資産 655,460 656,206 △ 747

 強化基金引当資産 148,325 148,306 19

 担い手育成基金引当資産 506,912 506,880 33

 退職給付引当資産 222 1,021 △ 798

(3) その他固定資産 2,261 1,579 682

固定資産合計 660,721 660,786 △ 65

資産合計 746,706 737,035 9,671

Ⅱ  負債の部

１．流動負債 23,135 14,669 8,466

２．固定負債

長期借入金 127,793 134,183 △ 6,390

長期預り金 500,510 500,510 0

長期預り保証金 14,960 15,726 △ 766

退職給付引当金 222 1,021 △ 798

固定負債合計 643,485 651,439 △ 7,954

負債合計 666,620 666,108 512

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産 3,000 3,000 0

（うち基本財産への充当額） 3,000 3,000 0

２．一般正味財産 77,086 67,927 9,159

（うち特定資産への充当額） 26,934 20,883 6,051

正味財産合計 80,086 70,927 9,159

負債及び正味財産合計 746,706 737,035 9,671
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（（参参考考））関関係係法法令令等等  
 
農地中間管理事業の推進に関する法律 

第２条（定義） 
３ この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、
都道府県の区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の市街化区域と定められた区
域（当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するも
のを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が調ったものに
限る。）を除く。）を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるとこ
ろにより、農地中間管理機構が行うものをいう。 
一 農用地等について農地中間管理権を取得すること。 
二 農地中間管理権を有する農用地等の貸付け（貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第十項に
おいて同じ。）を行うこと。 

三 農用地等について農業の経営又は農作業（以下「農業経営等」という。）の委託を受けること。 
四 農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託（委託の相手方の変更を含
む。）を行うこと。 

五 農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地
等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。 

六 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理（当該農用地
等を利用して行う農業経営を含む。）を行うこと。 

七 農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の
技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。 

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
４ この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。 
５ この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより
貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 
一 賃借権又は使用貸借による権利 
二 所有権（農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託（第二十七条第一項に
おいて「農地貸付信託」という。）の引受けにより取得するものに限る。） 

三 農地法第四十一条第一項に規定する利用権 
 

第４条（農地中間管理機構の指定） 
都道府県知事は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的と

する一般社団法人又は一般財団法人（一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過
半数を有しているもの、一般財団法人にあっては地方公共団体が基本財産の額の過半を拠出してい
るものに限る。）であって、農地中間管理事業に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるもの
を、その申請により、都道府県に一を限って、農地中間管理機構として指定することができる。 
一 職員、業務の方法その他の事項についての農地中間管理事業に係る業務の実施に関する計画が
適切なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する
と認められること。 

二 役員の過半数が、経営に関し実践的な能力を有する者であると認められること。 
三 農地中間管理事業の運営が、公正に行われると認められること。 
四 農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによって農地中間管
理事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

五 その他農地中間管理事業を適正かつ確実に行うに足りるものとして農林水産省令で定める基
準に適合するものであること。 

 
第17条（農地中間管理機構の実施） 
  農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又
は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつ
つ、農地中間管理事業を行うものとする。 

２ 農地中間管理機構は、地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うものとする。 
 
第18条（農用地利用集積等促進計画） 

農地中間管理機構は、農地中間管理事業（第二条第三項第一号から第四号までに掲げる業務に係
るものに限る。）の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転（次項第一
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号において「農地中間管理権の設定等」という。）若しくは農作業の委託を受け、又は賃借権、使用
貸借による権利若しくは経営受託権の設定若しくは移転（以下「賃借権の設定等」という。）若しく
は農作業の委託を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促
進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、農地法その他の法令の規定
により農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権を取得する場合には、この限りでない。 

２ 農用地利用集積等促進計画においては、当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号
に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 
一 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に掲げる事項 
イ 農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を行う者の氏名又は名称及び住所 
ロ 農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を受ける
土地の所在、地番、地目及び面積 

ハ 農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等を受ける場合には、当該権
利の種類、内容（土地の利用目的を含む。）、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並
びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該権利
が経営受託権である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済
の相手方及び方法 

ニ 農地中間管理機構がイに規定する者から農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、
契約期間並びに対価及びその支払の方法 

ホ その他農林水産省令で定める事項 
二 農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託 次に掲げる事項 
イ 賃借権の設定等又は農作業の委託を受ける者の氏名又は名称及び住所 
ロ イに規定する者が賃借権の設定等（その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又
は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者（農地所有適格法人（農地法第
二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第五項第二号において同じ。）、農業協同組合、
農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。同項第三号において同じ。）である場合には、
賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。）又は農作業の委託を受ける土地の所在、地番、
地目及び面積 

ハ ロに規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利若しくは経営
受託権の設定又は農作業の委託を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所 

ニ イに規定する者が賃借権の設定等を受ける場合には、当該権利の種類、内容（土地の利用目
的を含む。）、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場
合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農地中間
管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法 

ホ イに規定する者が農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価
並びにその支払の相手方及び方法 

ヘ イに規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借、使用貸借又は
農業経営等の委託の解除をする旨の条件 

ト その他農林水産省令で定める事項 
３ 農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところ
により、あらかじめ、関係する農業委員会（農業委員会等に関する法律（昭和二十六年法律第八十八
号）第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。
以下同じ。）の意見を聴くとともに、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が地域計画の区域内
の土地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該地域計画
の達成に資すると認められるかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、その他のとき
にあっては利害関係人の意見を聴かなければならない。 

４ 農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した意見
を記載した書類を提出しなければならない。 

５ 都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促
進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 
一 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであ
ること。 

二 第二項第二号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て
（農地所有適格法人及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件）を備えることとなるこ
と。ただし、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十一条の五十第一項第一号に
掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設
定又は移転を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。 
イ 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う
と認められること。 
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ロ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。 
三 第二項第二号イに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必
要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。 
イ その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業
経営を行うと見込まれること。 

ロ その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等（農地法第三条第三項第三号に規
定する業務執行役員等をいう。）のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常
時従事すると認められること。 

四 第二項第一号ロに規定する土地ごとに、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、
賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全て（当
該土地が農作業の委託を受ける土地である場合には、農作業の委託を行う者に限る。）の同意が
得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権、使用貸借による権利又は経
営受託権（その存続期間が四十年を超えないものに限る。）の設定又は移転をする場合における
当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有
持分を有する者の同意が得られていれば足りる。 

五 第二項第二号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者（同号ハに規定する者がある場合
には、その者及び同号イに規定する者）の同意が得られていること。 

六 第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当
する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。 
イ 農用地であって、当該土地に係る第一項の権利の設定又は移転の内容が農地法第五条第一項
本文に規定する場合に該当するもの 同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることが
できない場合に該当しないこと。 

ロ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）第八条第二項第一号に規
定する農用地区域内の土地であって、当該土地に係る第一項の権利の設定又は移転の内容が同
法第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの（イに掲げる土地を除く。） 同条第四項
の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 

６ 都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用集積等促
進計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積
等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。ただし、
農地中間管理機構が、第三項の規定による市町村の意見の聴取において、あわせて、次の各号に掲げ
る土地のいずれかに該当する第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地がそれぞれ前項第六号イ
又はロに定める要件に該当することについて意見を聴き、その聴取した意見を第四項の書類に記載し
て都道府県知事に提出したときは、この限りでない。 
一 前項第六号イに掲げる土地（農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限
る。） 当該指定市町村の長 

二 前項第六号ロに掲げる土地（農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する
指定市町村の区域内のものに限る。） 当該指定市町村の長 

７ 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、そ
の旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 

８ 前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるとこ
ろによって第一項の権利が設定され、又は移転する。 

９ 第七項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めると
ころによって農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなす。 

１０ 農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権（第二条第五項第一号に係るも
のに限る。）を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法（明治二十九年法律第八十九号）第五百九
十四条第二項又は第六百十二条第一項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。 

１１ 農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認めるときは、
第二項各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を示して農用地利用集積等促
進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に対し要請することができる。この場合において、農地
中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定による要請の
内容と一致するものであるときは、第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。 

１２ 農地中間管理機構は、前項の規定による要請があったときは、当該要請の内容を勘案して農用地
利用集積等促進計画を定めるものとする。 

 
第19条（計画案の提出等の協力） 

農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の
促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの（以
下この条において「市町村等」という。）に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その
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他必要な協力を求めるものとする。 
２ 農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村等に対し、その区域
に存する農用地等について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第五項各号のいずれにも
該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることがで
きる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこ
の項前段の規定により市町村が提出した農用地利用集積等促進計画の案の内容と一致するものであ
るときは、同条第三項及び第六項の規定にかかわらず、同条第三項の規定による市町村の意見の聴取
及び同条第六項の規定による協議を要しない。 

３ 市町村等は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会
の意見を聴くものとする。 

４ 市町村等は、前項の規定により農業委員会の意見を聴いたときは、その旨及びその内容を記載した
書類を、第二項前段の規定により提出する農用地利用集積等促進計画の案に添付するものとする。こ
の場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該案の内
容と一致するものであるときは、前条第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。 

 
第20条（農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除） 

農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている
農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第
十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定さ
れ若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借、当該農用地利用集積等促進
計画の定めるところによって農地中間管理機構に設定された経営受託権に係る農業の経営の委託、
当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって締結されたものとみなされた農作業の委託
に係る契約（農地中間管理機構が委託を受けるものに限る。）又は同条第一項ただし書に規定する場
合に該当する場合における農地中間管理権若しくは経営受託権に係る賃貸借若しくは使用貸借若し
くは農業の経営の委託の解除をすることができる。 
一 相当の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付け又は農業経営等の委託を行うことができ
る見込みがないと認められるとき。 

二 災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難となったとき。 
 
農業経営基盤強化促進法 

第５条（農業経営基盤強化促進基本方針） 
３ 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集
団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる
事項のほか、当該都道府県の区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の市街化区
域と定められた区域（当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている
農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協
議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。）を除く。）を事業実施地域
として農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管
理機構をいう。以下同じ。）が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。 

 
第７条（農地中間管理機構の事業の特例） 

農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管
理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 
一 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業（以下この条
において「農地売買等事業」という。） 

二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該
農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業 

三 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画（第十三条第一項の規定による変更の認定があ
つたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。）に従つて設立され、又は資
本を増加しようとする農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に対し農地売買等事業
により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式
を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業 

四 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者
が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業 

 
第11条の11 

都道府県は、その区域内において農業を担う者の確保及び育成を図るため、次に掲げる業務を行
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う拠点（次条第一項において「農業経営・就農支援センター」という。）としての機能を担う体制を
整備するものとする。 
一 経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継承及び農業経営の法人化（委
託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。）のために必要な助言、指導その他の農業経営に関
する援助を行うこと。 

二 新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者（以下この条において「就農等希望
者」という。）及び就農等希望者（法人を除く。）をその営む農業に就業させようとする農業者並
びにこれらの者の関係者からの相談に応じ、並びに当該者に対し、農業経営の開始又は農業への
就業に関する情報の提供その他の援助を行うこと。 

三 次条第一項の規定により提供された情報を活用し、就農等希望者の希望に応じ、当該就農等希
望者を市町村その他の関係者に紹介し、農業経営の開始又は農業への就業のために必要な調整そ
の他の援助を行うこと。 

 
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律  

第14条（公益目的事業の収入） 
公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を

償う額を超える収入を得てはならない。 
 
第18条（公益目的事業財産） 

公益法人は、次に掲げる財産（以下「公益目的事業財産」という。）を公益目的事業を行うために
使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この
限りでない。  
一 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産（寄附をした者が公益目的事業以外のために使用
すべき旨を定めたものを除く。） 

二 公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産（財産を交付した者が公益目的事
業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。） 

三 公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産 
四 公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じ
て得た額に相当する財産 

五 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産 
六 第五条第十六号に規定する財産（前各号に掲げるものを除く。） 
七 公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公
益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産 

八 前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益
目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産 

 
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則  

第24条（収益事業等から生じた収益に乗じる割合） 
法第18条第4号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。 
 

地方自治法施行令  

第171条の６（履行延期の特約等） 
普通地方公共団体の長は、債権（強制徴収により徴収する債権を除く。）について、次の各号の一

に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合
において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。 
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。 
二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状
況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。 

三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時
に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。 

四 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に
履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。 

五 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつた場
合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までの一に該当する理由がある
ことその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該
債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。 
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Ⅰ 山梨県土地開発公社改革プランの概要 

 

１．改革プランの基本方針 

・土地開発公社は、設立以来、公共用地等の取得、管理、処分等に取り組んでき

たところであるが、健全な経営の継続が困難な状況となったことから、平成２２年

１２月に策定（平成２５年３月及び平成２９年３月、令和３年３月、令和７年３月に

改定）された「山梨県土地開発公社改革プラン」に基づき、次の基本方針により

事業を行う。 

 新規事業は行わない。 

 プロパー職員は配置しない。 

 令和１９年度までに債務処理を終了し、公社を解散する。 

 

２．債務処理の考え方 

・米倉山造成地及び市川三郷町大塚地区拠点工業団地に係る公社の債務につ

いては、県が短期無利子貸付金を公社に貸付け、金融機関からの借入金を返済

し、利息負担を抑制するとともに、令和１９年度まで県が補助金を公社に支出す

ることにより、順次債務の解消を図る。 
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Ⅱ 改革プランの実施状況について 

 

１．進捗状況 

・令和６年度は、改革プランに基づき、山梨県の債務処理対策補助金により予定

どおり債務を縮減した。 

・市川三郷町大塚地区拠点工業団地の太陽光発電施設用地としての貸し付け

は、安定的に推移している。 

 

【改革プラン（実施期間：令和 3 年度〜令和 6 年度）の実施状況】  

〇上段は計画、下段は令和 6 年度末時点の状況  

3 年度 4 年度  5 年度  6 年度 備考

計画   解散時まで

実績   予定どおり実施

計画   令和 19 年度まで  

実績   予定どおり縮減

計画   令和 17 年度まで  

実績   予定どおり貸付継続
・保有地の貸付

区分  

運営業務

法人業務等

債務処理

事業
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２．債務処理の状況 

・改革プランに基づき、山梨県の債務処理対策補助金等により債務を縮減した。 

団地名 R6.3 現在 R7.3 現在 削減額 

米 倉 山 56.5 億円 54.5 億円  2.0 億円 

市 川 三 郷  2.5 億円  2.2 億円  0.3 億円 

計 59.0 億円 56.7 億円  2.3 億円 

※山梨ビジネスパークにおける未収金の一部を回収し、令和５年度に１億円を債務 

処理に充当した。 

 

３．公有地取得事業 

 ・今後も新たな事業は行わない。 

 

４．土地造成事業 

  ・市川三郷町大塚地区拠点工業団地未分譲地の活用 

■市川三郷町大塚地区拠点工業団地における未分譲地は、工業団地としての販

売を断念し、大規模太陽光発電施設の設置運営を行う事業者に貸し付けること

を決定した。 

■平成２５年１２月に一般競争入札を実施し、平成２６年５月に事業用定期借地権

設定契約を締結、同年６月１日から貸し付けを開始した。 

貸 付 面 積 24,698.10 ㎡ 

賃 付 期 間 平成 26 年 6 月 1 日～令和 17 年 5 月 31 日（21 年間） 

貸 付 料 年額 1,780 万円（総額：3 億 7,380 万円） 

賃 借 人 株式会社 YEG 

 

５．あっせん等事業 

・今後も新たな事業は行わない。 
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６．職員体制 

・平成２５年度までに全てのプロパー職員を退職させ、平成２６年度から県派遣職

員１名及び事務員１名、合計２名の体制となっている。 

 

７．未収金（破産債権）の状況 

団地名 R6.3 現在 R7.3 現在 

 

ビジネスパーク 1.9 億円 1.9 億円 

 ※未収金（破産債権）は、回収見込額を 0.1 億円とし、貸倒引当金を 1.8 億円としている。 
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Ⅲ 山梨県土地開発公社の財務状況について 

 

１．損益の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

・市川三郷町大塚地区拠点工業団地の賃貸により１，７８０万円の収入があった。 

・米倉山造成地に係る債務処理対策補助金２億円及び市川三郷町大塚地区拠点

工業団地に係る債務処理対策補助金約３，０４６万円の県の財政支援により、公

社の債務の縮減を進めることができた。 

・この結果、令和６年度の当期利益は約２億３，７４１万円となった。 

 

２．資産及び負債等の状況（令和７年 3 月 31 日現在） 

・令和６年度の公社が保有する資産は、事業未収金が約８９３万円、賃貸事業用土

地など、合計で約８億１，１３８万円となった。 

・一方、負債の部については、短期借入金や債務処理対策補助金の県の財政的

支援により、負債合計は約５７億６４６万円となった。 

・結果として、令和５年度末に比べ、負債合計は約２億３，０３１万円圧縮した。 
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(単位：円）

当年度 前年度 増　　減

１ 事業収益

　（１）土地造成事業収益 17,800,000 17,800,000 0

　   （ア）　造成地賃貸収益 17,800,000 17,800,000 0

　　　　事業収益計 17,800,000 17,800,000 0

２ 事業原価

　（１）土地造成事業原価 2,372,100 2,372,100 0

　   （ア）　造成地賃貸原価 2,372,100 2,372,100 0

　　　　事業原価計 2,372,100 2,372,100 0

 　　事業総利益（損失） 15,427,900 15,427,900 0

３ 販売費及び一般管理費

　（１）人件費 4,505,873 4,386,339 119,534

　（２）経費 4,888,175 3,812,814 1,075,361

　　　　販売費及び一般管理費計 9,394,048 8,199,153 1,194,895

　 　事業利益（損失） 6,033,852 7,228,747 △ 1,194,895

４ 事業外収益

　（１）受取利息 121,122 3,884 117,238

　（２）雑収益 231,475,312 230,458,000 1,017,312

　   （ア）　補助金 230,458,000 230,458,000 0

　   （イ）　その他の雑収益 1,017,312 0 1,017,312

　　　　事業外収益計 231,596,434 230,461,884 1,134,550

５ 事業外費用

　（１）支払利息 218,150 184,298 33,852

　　　　事業外費用計 218,150 184,298 33,852

 　　経常利益（損失） 237,412,136 237,506,333 △ 94,197

６ 特別利益

　（１）その他の特別利益 0 85,720,000 △ 85,720,000

　　　　特別利益計 0 85,720,000 △ 85,720,000

　　当期純利益（損失） 237,412,136 323,226,333 △ 85,814,197

　　当期利益（損失） 237,412,136 323,226,333 △ 85,814,197

損　　益　　計　　算　　書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

科　　　　　　　目
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(単位：円）

当年度 前年度 増　　減

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　（１）現金及び預金 241,566,993 234,823,007 6,743,986

　（２）事業未収金 8,932,653 8,576,546 356,107

　　　　　流動資産合計 250,499,646 243,399,553 7,100,093

　２　固定資産

　（１）有形固定資産

     （ア）構築物 1 1 0

　　　　　有形固定資産合計 1 1 0

　（２）投資その他の資産

     （ア）賃貸事業の用に供する土地 512,651,201 512,651,201 0

     （イ）預り保証金引当特定預金 37,380,000 37,380,000 0

     （ウ）破産債権 187,793,700 187,793,700 0

     （エ）貸倒引当金 △ 176,945,700 △ 176,945,700 0

　　　　　投資その他の資産合計 560,879,201 560,879,201 0

　　　　　固定資産合計 560,879,202 560,879,202 0

　　　　　資産合計 811,378,848 804,278,755 7,100,093

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　（１）未払金 988,491 859,431 129,060

　（２）短期借入金 5,667,698,000 5,898,156,000 △ 230,458,000

　（３）預り金 129,800 124,014 5,786

　（４）引当金 268,883 257,772 11,111

　 　（ア）賞与引当金 268,883 257,772 11,111

　　　　　流動負債合計 5,669,085,174 5,899,397,217 △ 230,312,043

　２　固定負債

　（１）その他の固定負債 37,380,000 37,380,000 0

　 　（ア）預り保証金 37,380,000 37,380,000 0

　　　　　固定負債合計 37,380,000 37,380,000 0

　　　　　負債合計 5,706,465,174 5,936,777,217 △ 230,312,043

Ⅲ　資本の部

　１　資本金

　（１）基本財産 20,000,000 20,000,000 0

　 　（ア）山梨県出資 20,000,000 20,000,000 0

　　　　　資本金合計 20,000,000 20,000,000 0

　２　準備金（欠損金）

　（１）前期繰越準備金（欠損金） △ 5,152,498,462 △ 5,475,724,795 323,226,333

　（２）当期利益（損失） 237,412,136 323,226,333 △ 85,814,197

　　　　　準備金（欠損金）合計 △ 4,915,086,326 △ 5,152,498,462 237,412,136

　　　　　資本合計 △ 4,895,086,326 △ 5,132,498,462 237,412,136

　　　　　負債資本合計 811,378,848 804,278,755 7,100,093

貸　　借　　対　　照　　表
令和７年３月３１日現在

科　　　　　　　目
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経営健全化方針に基づく取組状況（令和７年度） 

 

○法人名：山梨県土地開発公社 

 

○経営健全化方針を策定した理由 

・本県では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の将来負担比率に算入された額（県負

担見込額）の状況等から、山梨県土地開発公社を含む経営が悪化していると判断された５法人（注

１）について、弁護士、公認会計士、学識経験者等の外部の専門家を含めた「山梨県出資法人経

営検討委員会」を設置し、改革の方向性等の検討を行い、その検討結果に基づき、「改革プラン」

を策定し、必要に応じ改定を行ってきました。 

・総務省通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」（平成 30 年 2 月 20 日付け総財

公第 26 号総務省自治財政局公営企業課長通知）により、相当程度の財政的リスクが存在する第三

セクター等と関係を有する地方公共団体は、抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応

等を内容とする経営健全化のための方針（以下「経営健全化方針」という。）」の策定・公表が求

められたところ、山梨県土地開発公社は、平成 29 年度決算において債務超過額が約 6,646,243

千円であり、経営健全化方針の策定要件（１）「債務超過法人」に該当することから、「山梨県土

地開発公社改革プラン」を「経営健全化方針」としても位置付け、引き続き抜本的改革を推進す

ることとしました。 

（注１）山梨県土地開発公社、（公財）山梨県環境整備事業団、（公財）山梨県農業振興公社、 

山梨県住宅供給公社、（公財）山梨県林業公社（林業公社については平成 28 年度解散） 

 

○財政的リスクの状況 

 平成 29 年度決算 

（注２） 

令和５年度決算 

（注３） 

令和６年度決算 

（注３） 

債務超過額 △ 6,646,243 千円 △5,132,498 千円 △ 4,895,086 千円 

土地開発公社のうち債

務保証又は損失補償の

対象となっている保有

期間５年以上の土地の

簿価総額（Ａ） 

512,651 千円 512,651 千円 512,651 千円 

損失補償、債務保証及

び短期貸付けの合計額

（Ｂ） 

7,636,584 千円 5,898,156 千円 5,667,698 千円 

標準財政規模（Ｃ） 261,114,964 千円 270,856,606 千円 274,969,974 千円 

実質赤字比率 3.75％ 3.75％ 3.75％ 

（Ａ）／（Ｃ） 0.20％ 0.19％ 0.19％ 

（Ｂ）／（Ｃ） 2.92％ 2.18％ 2.06％ 

 

（注２）経営健全化方針の策定が必要となった決算年度の数値 

（注３）直近２年間の決算年度の数値 
 



山梨県土地開発公社改革プラン（令和３年３月）の概要

２ 現行の改革プラン(平成29年3月改定)の概要

(1) 実施期間 平成29年度～令和2年度

(2) 実施方針等

①市川三郷工業団地の瑕疵問題に係る損害賠償金の回収に努める。

②八田御勅使南地区拠点工業団地の未分譲1区画の販売促進に努める。

③公社が管理を行っている公共用地について、中央市の償還が完了する

平成29年度末まで残務処理を行う。

④市川三郷工業団地の販売を断念した分譲地は、太陽光発電施設用地と

して貸付を継続する。

⑤米倉山造成地に係る借入金及び市川三郷工業団地の修復等に係る借

入金の処理は、これまでの方針を継続し債務処理を進める。

３ 状況の変化

(1) 市川三郷工業団地の瑕疵問題に係る損害への対応

平成29年6月に和解に応じ、和解金10,500千円を平成29年度に市川三

郷工業団地の債務処理に充当。

(2) 八田御勅使南地区拠点工業団地の売却

平成30年1月に2億4,518万円で売却し、平成29年度に市川三郷工業団

地の債務処理に充当。

(3) 公共用地先行取得に伴う償還完了

平成30年3月に中央市からの償還が完了したことから、平成29年度に公

有地取得残務処理は終了。

(3) 職員体制

平成25年度までに全プロパー職員が退職したため、引き続き

プロパー職員は置かない。

(4) 債務処理

・米倉山造成地の債務（62.5億円）及び市川三郷工業団地の債

務（4.4億円）については、県からの無利子貸付金と債務処理対

策補助金により、引き続き計画的に処理する。

・債務処理が完了する令和19年度に公社を解散する。

(5) 改革プランの点検評価

・実施状況を毎年度、経営検討委員会に報告し、点検評価を実

施する。

・計画期間中であっても、公社の経営に重大な影響を及ぼす状

況の変化があった場合は、必要に応じプランを改定する。

４ 公社の現状（令和2年度末見込）

・県が債務保証している借入金合計は66.9億円

借入金の状況

・公社の手持現金は約2.1億円

・今後、未収金回収や土地の賃貸料を除き、大きな収入の見込みはない。

５ 改定の方向性

新型コロナウイルス感染による社会経済情勢等の変化はあったが、公

社の経営に影響を及ぼすには至らなかったため、主要な方針は継続。

６ 実施期間・実施方針等

(1) 実施期間 令和3年度～令和6年度

(2) 実施方針

① 公有地取得事業

新規事業は行わない。

② 土地造成事業

・今後も新規事業は行わず、市川三郷工業団地の太陽光発電施設

用地は貸付を継続する。

・継続事業については、多様な活用策等の可能性について、適時適

切に検討を行い、その方向性を見出す。

③あっせん等事業

新規事業は行わない。

１ 山梨県土地開発公社の経緯

・バブル経済崩壊後の地価の下落により、経営が悪化し、自主的な再建が

困難となった。

・平成19年12月に行政改革大綱を策定し、米倉山造成地を簿価で取得の

上、補助金により30年間で債務を解消することとした。

・平成22年12月に改革プランを策定し、県からの補助金により債務を解消

し、平成49（令和19）年度に公社を解散することとした。

・平成25年3月と平成29年3月に改革プランを改定。

・今年度、現行の改革プランの実施期間が終了することから、改革プランの

改定を行う。

団　地　名 借入金（億円）

米  倉  山 62.5

市川三郷 4.4

合　　　計 66.9

平成19年度 平成20年度 平成21年度 ・・・ 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 ・・・ 令和元年度 令和2年度 令和3年度 ・・・ 令和6年度 ・・・ 令和10年度 ・・・ 令和17年度 ・・・ 令和19年度

県貸付金
(無利子）
8.5億円

県補助金3.5億円

県補助金5億円

県補助金5億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

県補助金2億円

和解金0.15億円

和解金0.1億円

売却収入
2.45億円

県貸付金
（無利子）
2.0億円

県補助金0.2億円

県補助金0.3億円

県補助金0.3億円

県補助金0.3億円

県補助金0.3億円

県補助金0.3億円

県補助金0.3億円

県補助金0.3億円

県補助金0.5億円

県補助金0.5億円

県貸付金
（無利子）
3.2億円県貸付金

（無利子）

8.7億円

県貸付金
（無利子）

8.2億円

県貸付金
（無利子）

5.4億円

県貸付金
（無利子）

4.7億円

県貸付金
（無利子）

4.4億円

県貸付金
（無利子）
4.1億円

自己資金充当

2.2億円

県貸付金
(無利子）

11.1億円

県貸付金
（無利子）

10.6億円

売却収入
1.49億円

県貸付金
(無利子）

62.5億円

県貸付金
(無利子）

60.5億円

県貸付金
(無利子）

54.5億円

県貸付金
(無利子）

43.5億円

県補助金
22億円

県貸付金
(無利子）

76.5億円

県貸付金
(無利子）

74.5億円

県貸付金
(無利子）

72.5億円

県貸付金
(無利子）

70.5億円

県貸付金
(無利子）

68.5億円

県貸付金
(無利子）

64.5億円

債務処理のスキーム

簿価

41.5億円

県貸付金
(無利子）

150億円

県買い取り

41.5億円

資産評価による
特別損失

110.7億円

県貸付金
(無利子）

86.5億円

県貸付金
(無利子）

84.5億円

１．米倉山債務

２．市川三郷工業団地債務

債務処理補助金
H20 補助金 22億円
H21～R9 毎年度補助金 2億円
R10～R18 毎年度補助金 5億円
R19 補助金 3．5億円

（総額 108.5億円）

債務処理補助金
H26～H27 毎年度補助金 0.5億円
H28～R16 毎年度補助金 0.3億円

R17 補助金 0.2億円
（総額 6.9億円）

※年度当初に貸付け・交付する県貸付金・県補助金については、年度末

に借り入れた金融機関からの借入金の返済に充当。

※年度途中に未収金の回収があった場合は、年度末の県貸付金の返済

に充当するため、県貸付金の返済のために金融機関から借り入れる年

度末の借入金が少なくなり、翌年度の県貸付金が縮減される。

○ 米倉山造成地の概要

・県が策定した甲府地域集積促進計画に基づき、平成2年に県が公社に事業を依頼。

・バブル経済崩壊後の長引く景気低迷により、地価の下落が続いたことで計画が具体化せず、造成地の

活用策も見出せなくなったことから、平成20年に県が土地開発基金により、米倉山造成地を簿価（41.5

億円）で取得。

・県は、110.7億円（152.2億円－41.5億円）の特別損失について、無利子貸付及び補助金により、平成20

年度以降30年かけて解消。

○市川三郷工業団地の瑕疵問題の概要

・分譲した造成地において、平成24年4月に立地企業が工場建設のため掘削したところ、大量の転石や

廃棄物を発見。

・公社は、売主としての瑕疵担保責任により、6.5億円を借り入れし、転石や廃棄物の撤去費として支出。

・また、当該地の隣接未分譲地は、当該地と同時期に一体的に整備しており、転石や廃棄物が発見され

る可能性が高いため、工業団地としての販売を断念し、太陽光発電施設用地として活用（隣接未分譲

地の造成に要した4.6億円の借入が返済不能）。

・県は、11.1億円（6.5億円＋4.6億円）の債務について、無利子貸付及び補助金により、平成49（令和19）

年までに解消。

資料２
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第１ 改革プラン策定（H22.12）までの経緯 

 

１ 土地開発公社の設立と役割 

山梨県土地開発公社（以下「公社」という。）は、公共用地等の取得、管理、

処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与するこ

とを目的に、昭和４３年財団法人山梨県公共用地開発公社として設立され、昭

和４９年、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、山梨県土地開発公

社に変更されて現在に至っている。この間、芸術の森公園、塩川ダムなどの公

共用地の先行取得や工業団地の造成など県事業の推進に多大な貢献をしてき

た。 

公社の主な業務 

公有地取得事業 
地方公共団体の委託に基づき公共用地等を先行取得し、 

地方公共団体が再取得するまでの間、管理する。 

土 地 造 成 事 業 公社が、住宅用地、工業用地等の取得、造成を行い販売する。

あっせん等事業 国、地方公共団体等からの委託により、土地の取得等を行う。

 

２ 経営悪化と経営再建に向けた取り組み 

  バブル経済崩壊後の長引く景気低迷により地価の下落が続き、地価の継続

的な上昇を前提とした公社の経営は極めて厳しい状況となり、抜本的な対策

が必要となった。 

  そのため公社では、平成１３年３月に経営再建計画を策定し、長期保有土

地の早期処分や米倉山造成地の借入金の金利負担を避けるための県からの無

利子貸付けへの転換、住宅供給公社及び道路公社との管理部門の一元化によ

る経費の節減など経営再建に取り組んできた。 

しかしながら、米倉山造成地は具体的活用策が見出せず、地区拠点工業団

地も、未分譲区画の課題や公共事業の縮減などに伴う公有地取得事業量の減

少など、公社の経営は厳しい状況が続いた。 

このため、平成１７年３月、経営再建計画を改定し、未分譲の地区拠点工

業団地を平成２１年度までに分譲完了することを目指すとともに、米倉山造

成地の活用策の検討や人員の削減等による経営合理化を進めてきた。 

さらに、米倉山造成地については、県が、平成１９年１２月に行政改革大
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綱を策定し、主体的に多様な活用を行えるよう、土地開発基金により、簿価

（４１．５億円）で土地を取得した上で、土地開発公社に生じる１１０．７

億円の特別損失について、一般会計からの経営再建支援補助金により、平成

２０年度以降３０年かけて解消することとした。 

また、平成２０年４月に、山梨県地域整備公社として地方３公社を一元化

し、共通役員制の導入や組織の実質的統合による人材の効率的配置により、

職員数を削減するなど、より一層の経営合理化を進めてきた。 

 

３ 改革プランの策定 

総務省は、平成２０年６月、経営が著しく悪化したおそれのある第三セク

ター等の改革について、ガイドラインを示した。さらに、平成２１年６月、

第三セクター等改革推進債（以下「改革推進債」という。）を活用し、存廃

を含めた抜本的改革を行うよう助言を行った。 

また、県としても財政健全化に取り組んでおり、将来負担比率の抑制を行

う必要があることから、外部有識者等からなる山梨県出資法人経営検討委員

会を設置し、公社の経営状況等の評価と存廃も含めた抜本的な経営改革策の

検討を行い、平成２２年１２月に「山梨県土地開発公社改革プラン」を策定

した。 

 

（１）改革プランの概要 

    改革プランにおいては、実施期間を平成２２年度から平成２５年度まで

の４年間とし、公有地取得事業、土地造成事業、あっせん等事業について、

平成２３年度以降は新たな事業を行わずに残務の処理を行い、米倉山造成

地の債務について、行政改革大綱に基づき処理を行い、平成４９年度を目

途に公社を解散することとした。 

 

（２）債務処理と県財政への影響 

    改革推進債を活用する場合、平成２６年度の公社の解散を想定すると、

平成２５年度末に県が損失補てんしている米倉山造成地に係る公社の借入

金残高は７６．５億円であり、この債務を処理するために必要な費用は、

１５年償還の場合でも償還額はピーク時に６．５億円を超える見通しとな
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った。 

    一方、行政改革大綱による損失処理の場合には、平成２０年度から３０

年間かけて債務を処理することとなっており、平成３９年度までは毎年２

億円、平成４０年度以降は毎年５億円、最終の平成４９年度は３．５億円

の負担と試算された。 

    厳しい財政状況が続く中で、今後、概ね２０年間は多くの職員が定年退

職を迎え、義務的経費である退職手当に要する多額の財政負担が見込まれ

ることや、住宅供給公社や林業公社等についても債務の処理が課題となっ

ており、今後も厳しい財政の舵取りが続くと想定されたことから、県の財

政負担の平準化を図る必要があった。 

 

 （３）抜本的改革の方向 

    公社の基幹的な業務である公有地取得事業や土地造成事業については、

長期にわたる地価の下落や公共事業の縮減により、その意義が薄れ、    

また、中部横断自動車道や西関東連絡道路などの用地交渉業務を受託する

あっせん等事業は、一定の公益的な役割を果たしてきたが、公社の基幹的

な業務ではなく、将来的にも安定した業務量の確保は困難となった。 

    さらに、公社は平成２１年度末現在で１０５．１億円の借入金を抱えて

いるばかりでなく、経常損益の実質的な赤字が続いており、採算性の面か

ら、今後においても健全な経営の継続が困難な状況であり、平成２３年度

行革大綱の損失処理スキームと改革推進債利用の場合の比較結果

県費の負担期間及び負担額

平成22～39年度　　⇒　年2.0億円

平成40～48年度　　⇒　年5.0億円

平成49年度　　　　　⇒　年3.5億円

改革推進債 平成22～25年度　　⇒　年2.0億円

（10年償還） 平成26～35年度　　⇒　年7.8億～8.8億円

改革推進債 平成22～25年度　　⇒　年2.0億円

（15年償還） 平成26～40年度　　⇒　年5.3億～6.5億円

注）

行政改革大綱

　「改革推進債については、公社を解散することを前提に平成25年度末まで残務
処理を行い、平成25年度末に起債した場合の資産額とした。
　なお、この場合も、平成25年度までは、行政改革大綱の損失処理スキームによ
り、年2億円の補助金を交付することを前提としている。
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以降、新たな事業は行わず、保有土地の売却などの残務処理のみを行い、

公社を実質的に廃止することとした。 

    なお、債務の処理については、県の財政負担の平準化を図る観点から、

行政改革大綱に基づき計画的に処理し、公社の解散は、債務処理終了後に

行うこととした。 
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第２ 改革プラン策定（H22.12）後の状況 

 

 １ 実施期間【H22.12～H25.3】の状況 

平成２２年１２月に策定した改革プランおいては、実施期間を平成２５年

度までとしていたところであるが、平成２３年３月に公社が販売した工業団

地の土地において、造成上の瑕疵があることが判明し、公社はこの問題に対

応せざるを得ない状況となったことから、平成２５年３月に改革プランの改

定を行った。 

 

 （１）状況の変化 

  ① 市川三郷町大塚地区拠点工業団地の瑕疵問題 

平成２４年４月、市川三郷町大塚地区拠点工業団地（以下「市川三郷工

業団地」という。）に入居した立地企業が、工場建設のため自己所有地（以

下「立地企業所有地」という。）を掘削したところ、通常の造成工事では

混入されない大量の転石や廃棄物等が発見され、企業の工場建設に支障が

生じたため、公社は売主としての瑕疵担保責任により、転石、廃棄物の撤

去・除去等に要した約６．５億円の新たな債務を負うこととなった。 

 

  ② 隣接未分譲地の状況 

①の立地企業所有地と同時期に、一体的に整備したため、隣接未分譲地

についても、造成に適さない転石や廃棄物等が発見される可能性が高いと

判断される状況となっている。 

なお、この隣接未分譲地２．４ｈａについては、造成等に伴う、金融機

関からの借入金が４．６億円残っていた。 
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 （２）状況の変化への対処方針 

① 市川三郷工業団地の修復工事に伴う借入金 

    市川三郷工業団地の修復に伴う経費約６．５億円については、県からの

債務保証を受け、公社が新たに金融機関から借り入れることにより対応し

た。この借入金については、公社の厳しい財務状況に鑑みると、実質的に

廃止となっている公社が、今後自力で解消することは不可能であるとされ

た。 

 

② 市川三郷工業団地の隣接未分譲地 

    隣接未分譲地については、前述のように今回修復した立地企業所有地と

同時期に、一体的に整備しており、造成に適さない転石や廃棄物等が埋設

されていることが予想され、これを修復すると多額の追加経費を要すると

考えられることから、公社の負債を最小化するため、工業団地としての販

売を断念し、今後、他の活用策を検討していくこととした。 

 

以上のことから、公社は平成４９年度の解散までに全ての債務を解消し

なければならないため、県は公社が行う債務処理（市川三郷工業団地の修

復工事に伴う借入金の約６．５億円及び市川三郷工業団地の隣接未分譲地

造成に要した借入金の４．６億円の合計１１．１億円）に対し、新たに支

援することとした。 

 

 （３）改革プランの改定（H25.3）方針 

   策定時から社会経済情勢等に大きな変化がないことから、主要な方針につ

いては継続することとし、公社の財務状況、借入金や未収金の状況等につい

て整理した上で、今回の事態により発生した新たな問題に係る対処方針を追

加し、実施期間を平成２５年度から平成２８年度までの４年間とする改定を

行うこととした。 
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２ 実施期間【H25.4～H29.3】の状況 

 （１）状況の変化 

  ① 市川三郷工業団地の瑕疵問題に係る損害への対応 

公社は、市川三郷工業団地の修復に伴う経費約６．５億円と工業団地と

しての販売を断念した隣接未分譲地の造成工事の借入金の残金約４．６億

円について、新たに債務を負うこととなったが、瑕疵問題の調査において、

廃棄物等を投棄したあるいは、埋設物があることを知りながら、そのこと

を告げずに売買を行った２者に対して、平成２５年７月に損害賠償を求め

て提訴した訴訟については、平成２８年２月に公社の主張が全面的に認め

られた公社勝訴の判決が下された。その後、被告の２者が控訴したが、１

者とは和解が成立し、１者とは控訴棄却の判決により、平成２８年８月に

第一審の損害賠償額が確定した。 

なお、和解金については、平成２８年度に債務処理に充当した。 

 

  ② 隣接未分譲地の活用 

①の立地企業所有地と一体的に整備した隣接未分譲地については、瑕疵

問題があった区画と同時期に、一体的に整備した区画であり、転石や廃棄

物等が埋設されていることが予想されることから、工業団地としての販売

を断念し、太陽光発電施設用地として貸し付けることとし、公募により選

定した企業に貸し付けを行った。 

貸付面積 24,698.10 ㎡ 

貸 付 先 株式会社ＹＥＧ 

貸付期間 平成 26 年 6 月 1 日～平成 47 年 5 月 31 日 

貸 付 料 年額 1,780 万円 

 

 （２）状況の変化への対処方針 

  ① 市川三郷工業団地の瑕疵問題に係る損害賠償金 

    市川三郷工業団地の瑕疵問題にかかる損害賠償金については、その回収

に努めることとした。 
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  ② 市川三郷工業団地の隣接未分譲地の貸付 

    貸付に係る借地料については、当面の間は、公社解散までの団体の運営

費及び不測の事態が生じた際の費用等に充てることとした。 

なお、この収入については、今後、改革プランを改定する際に、改めて

使途を検討することとした。 

 

  ③ その他の未売却工業団地 

    その他の未売却工業団地である八田御勅使南地区拠点工業団地の１区画

については、平成３１年度末までの売却を目指し、引き続き販売努力を続

けていくこととした。 

 

 （３）改革プランの改定（H29.3）方針 

前回改定時（H25.3）から社会経済情勢等の大きな変化がないことから主要

な方針については継続することとし、前回改定時からの状況の進捗等を踏ま

え、実施期間を平成２９年度から平成３２年度までの４年間とする改定を行

うこととした。 
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３ 実施期間【H29.4～R3.3】の状況 

 （１）状況の変化 

  ① 市川三郷工業団地の瑕疵問題に係る損害への対応 

    控訴棄却により平成２８年８月に第一審の損害賠償額が確定した者から、

判決額全額の支払いは不可能であるとして、和解契約を締結したい旨の申

し出があった。公社は保有資産に係る資料の提出を求めるなど検討を行っ

た結果、強制執行を行うよりも和解に応じることが最大限かつ確実な回収

方法であると判断し、平成２９年６月に和解契約を締結した。 

    なお、和解金については、平成２９年度に債務処理に充当した。 

 

  ② 八田御勅使南地区拠点工業団地の売却 

    未売却であった八田御勅使南地区拠点工業団地の残り１区画（約１．８

ｈａ）については、平成３０年１月に売却となった。これにより、土地造

成事業による工業用地の販売は終了した。 

 

  ③ 公有地先行取得に伴う償還完了 

    公有地取得事業により、平成２０年２月に先行取得していた中央市立田

富北保育園駐車場については、中央市からの償還が計画的に行われたため、

平成３０年３月に完了した。これにより、公有地取得事業の残務処理は終

了した。  
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第３ 公社の現状 

 

 １ 事業概要 

   令和２年度の公社の事業については、改革プランに基づく米倉山造成地に

係る債務処理及び市川三郷工業団地の瑕疵問題に係る債務処理を行うととも

に、市川三郷工業団地の隣接未分譲地を太陽光発電施設用地として貸し付け

を行っている。 

 

 ２ 財務状況 

 （１）資産及び負債等の状況 

令和２年度決算見込みでは、公社が保有する資産は、市川三郷工業団地

の太陽光発電施設用地など、合計で７億９千５百万円余となる見込みであ

る。 

一方、公社の負債については、短期借入金６６億９千万円、預り保証金

３千７百万円余など、合計で６７億２千８百万円余となる見込みである。 

また、前期繰越損失６１億８千９百万円余と当期利益２億３千６百万円

余を合わせた結果、欠損金（債務超過額）は５９億５千３百万円余となる

見込みである。 

貸借対照表（R3.3.31見込） （単位：百万円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
Ⅰ流動資産 220 Ⅰ　流動負債 6,691
　１　現金及び預金 211 　１　未払金 1
　２　事業未収金 9 　２　短期借入金 6,690
Ⅱ　固定資産 575 　３　預り金 0
　１　有形固定資産 0 　４　引当金 0
　２　投資その他の資産 575 　（１）賞与引当金 0
　（１）賃貸事業の用に供する土地 513 Ⅱ　固定負債 37
　（２）預り保証金引当特定預金 37 　１　その他の固定負債 37
　（３）破産債権 511 　（１）預り金保証金 37
　（４）貸倒引当金 △ 486 Ⅲ　資本金 20

　１　基本財産 20
Ⅳ　欠損金 △ 5,953
　１　前期繰越損失 △ 6,189
　２　当期利益 236

合　　計 795 合　　計 795
注）四捨五入により、５０万円未満は０となっている。

資産の部 負債及び資本の部
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 （２）損益の状況 

令和２年度における収益については、事業収益として太陽光発電施設用

地の貸付料１千７百万円余、事業外収益として県からの債務処理対策補助

金２億３千万円余など、合計で２億４千８百万円余となる見込みである。 

一方、費用については、事業原価２百万円余と販売費及び一般管理費９

百万円余など、合計で１千２百万円余であり、この結果、経常利益と当期

利益は２億３千６百万円余となる見込みである。 

 

 ３ 米倉山造成地に係る損失処理 

県が債務保証を行っている米倉山造成地に係る公社の短期借入金について

は、行政改革大綱及び改革プランに基づく債務処理対策補助金等により平成

２０年度から令和２年度までに約８７億５千万円を処理し、令和２年度末の

残高は６２億４千５百万円となる見込みである。 

 

 ４ 市川三郷工業団地に係る損失処理 

市川三郷工業団地の瑕疵問題に係る短期借入金については、改革プランに基

づく債務処理対策補助金等により平成２５年度から令和２年度までに約６億６

千５百万円を処理し、令和２年度末の残高は約４億４千５百万円となる見込み

である。 

 

損益計算書（R3.3.31見込） （単位：千円）
科　　　　　　目

Ⅰ　事業収益 17,800
　１　土地造成事業収益 17,800
Ⅱ　事業原価 2,400
　１　土地造成事業原価 2,400
事業総利益 15,400
Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,680
事業利益 5,720
Ⅳ　事業外収益 230,466
　１　受取利息 8
　２　雑収益 230,458
Ⅴ　事業外費用 70
　１　支払利息 70
経常利益 236,116
当期利益 236,116

金　　　　額
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 ５ 長期保有土地の状況 

   令和２年度末で１０年以上保有している土地は、市川三郷工業団地の用地

１区画、約２．４ｈａとなっている。 

 

 ６ 未収金の状況  

 

 ７ 継続中の事業 

  ○ 土地造成事業 

土地造成事業として行った市川三郷工業団地の１区画（約２．４ｈａ）

については、太陽光発電施設用地として貸し付けを行っている。 

売却済み土地の未収金の状況（R3.3.31見込み） （単位：億円）

工業団地名 販売契約年度 未収金

山梨ビジネスパーク H10～14 5.1

注）未収金は、破産債権であり、回収が見込める金額は、

　　0.3億円であることから、別途、貸倒引当金を△4.8億円としている。
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第４ 改定後の改革プランの実施期間、実施方針 

   前回の平成２９年３月に改定した改革プランの実施期間が終了することか

ら、改革プランの改定を行うこととする。 

 

 １ 改定の方向性 

   前回の平成２９年３月改定時から、新型コロナウイルス感染による社会経

済情勢等の変化はあったが、公社の経営に影響を及ぼすには至らなかったこ

とから、前回改定時からの状況の進捗等を踏まえ、主要な方針については継

続することとする。 

 

 ２ 実施期間 

   令和３年度から令和６年度までの４年間とする。 

 

 ３ 改革の工程表 

 

 ４ 残務の処理 

   公社プロパー職員による残務処理期間は、平成２５年度までで終了してい

ることから、債務処理や公社を解散するまでの法人業務等は、地方三公社を

一元化した地域整備公社で継続して処理を行う。 

 

 （１）公有地取得事業 

    今後も新たな事業は行わない。 

 

 （２）土地造成事業 

    現在の経済状況を踏まえ、今後も新規の事業は行わないこととし、売却

済み土地の未収金については、回収に向けて引き続き積極的な努力を行う。 

3年度 4年度 5年度 6年度

法人業務等 解散時まで

債務処理 19年度まで

土地造成

　　保有地の貸付 17年度まで

運営業務

区　　　分

事　　　業
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    また、市川三郷工業団地の隣接未分譲地は引き続き太陽光発電施設用地

として貸付を継続する。 

    なお、継続事業については、社会経済状況等の変化に速やかに対応する

ため、多様な活用策等の可能性について、適時適切に検討を行い、その方

向性を見出していくこととする。 

 

 （３）あっせん等事業 

    今後も新たな事業は行わない。  

 

 ５ 職員体制 

   平成２５年度までに全プロパー職員が人員整理により退職した。 

   引き続き、プロパー職員は置かず、債務処理や公社を解散するまでの公社

の運営については、地域整備公社で処理することとする。  

 

６ 県の公社への指導監督 

   市川三郷工業団地の瑕疵のあった造成地の売却問題を受けて、公社が組織

のマネジメントや危機管理意識を強化するために策定した「土地開発公社分

譲造成地瑕疵問題に対応した山梨県地域整備公社における業務改善等につい

て」をもとに、県としても十分な指導助言を行うとともに、その実施状況を

監視していく。 

 

 ７ 改定後の改革プランにおける債務処理 

   県では、令和１９年度まで順次、公社の債務処理を行った後で、公社を解

散することとしているが、県の財政負担の平準化を図る観点から、引き続き

計画的に処理する。 

 また、公社解散の時点では、公社の全ての債務を解消し、国の認可を受け

地域整備公社内の土地開発公社プロパー職員の配置状況 （単位：人）

H22.4 H23.4 H24.4 H25.4 H26.4 H27.4以降

土地開発公社の業務に従事 4 1 1 1 0 0

住宅供給公社の業務に従事 1 2 1 1 0 0

道路公社の業務に従事 1 0 0 0 0 0

計 6 3 2 2 0 0

整理退職 3 1 2
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る必要がある。そのため、土地造成事業に係る公社の債務については以下の

とおり処理する。 

   なお、公社の事業のうち、公有地取得事業及びあっせん等事業については

処理すべき債務は存在しない。  

 

 ○ 米倉山造成地に係る借入金の処理 （６２．５億円） 

    これまでの方針を継続し、債務処理を進める。 

  ○ 市川三郷工業団地に係る借入金の処理 （４．４億円） 

これまでの方針を継続し、債務処理を進める。 

 

８ 改革プランの点検評価 

   改革プランの実施状況について、毎年度、経営検討委員会に報告を行い、

点検評価を実施する。また、実施期間中において、大きな状況の変化があっ

た場合は、必要に応じて本プランの改定を検討する。 



16 

 

 

平
成

1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
・・

・
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
・・

・
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
3年

度
・・

・
令

和
6
年

度
・・

・
令

和
1
0
年

度
・
・
・

令
和

1
7
年

度
・
・
・

令
和

1
9
年

度

県
貸

付
金

(無
利

子
）

8
.5

億
円

県
補

助
金

3.
5億

円

県
補

助
金

5
億

円

県
補

助
金

5
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

県
補

助
金

2
億

円

和
解

金
0
.1

5
億

円

和
解

金
0
.1

億
円

売
却

収
入

2
.4

5
億

円

県
貸

付
金

（
無

利
子

）
2
.0

億
円

県
補

助
金

0.
2億

円

県
補

助
金

0.
3億

円

県
補

助
金

0.
3億

円

県
補

助
金

0.
3億

円

県
補

助
金

0.
3億

円

県
補

助
金

0.
3億

円

県
補

助
金

0.
3億

円

県
補

助
金

0.
3億

円

県
補

助
金

0.
5億

円

県
補

助
金

0.
5
億

円

県
貸

付
金

（
無

利
子

）
3
.2

億
円

県
貸

付
金

（
無

利
子

）

8
.7

億
円

県
貸

付
金

（無
利

子
）

8
.2

億
円

県
貸

付
金

（
無

利
子

）

5
.4

億
円

県
貸

付
金

（
無

利
子

）

4
.7

億
円

県
貸

付
金

（無
利

子
）

4
.4

億
円

県
貸

付
金

（
無

利
子

）
4
.1

億
円

自
己

資
金

充
当

2
.2

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

1
1
.1

億
円

県
貸

付
金

（
無

利
子

）

1
0
.6

億
円

売
却

収
入

1
.4

9
億

円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

6
2
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

6
0
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

5
4
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

43
.5

億
円

県
補

助
金

22
億

円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

7
6
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

7
4
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

7
2
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

7
0
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

6
8
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

6
4
.5

億
円

債
務

処
理

の
ス

キ
ー

ム

簿
価

41
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

15
0
億

円

県
買

い
取

り

4
1
.5

億
円

資
産

評
価

に
よ

る
特

別
損

失

1
1
0
.7

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

8
6
.5

億
円

県
貸

付
金

(無
利

子
）

8
4
.5

億
円

１
．

米
倉

山
債

務

２
．

市
川

三
郷

工
業

団
地

債
務

債
務

処
理

補
助

金
H

2
0

補
助

金
2
2億

円
H

2
1
～

R
9

毎
年

度
補

助
金

2
億

円
R

1
0
～

R
1
8

毎
年

度
補

助
金

5
億

円
R

1
9

補
助

金
3
．

5
億

円
（
総

額
1
0
8
.5

億
円

）

債
務

処
理

補
助

金
H

2
6
～

H
2
7

毎
年

度
補

助
金

0
.5

億
円

H
2
8
～

R
1
6

毎
年

度
補

助
金

0
.3

億
円

R
1
7

補
助

金
0
.2

億
円

（
総

額
6
.9

億
円

）

※
年

度
当

初
に

貸
付

け
・
交

付
す

る
県

貸
付

金
・
県

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
年

度
末

に
借

り
入

れ
た

金
融

機
関

か
ら

の
借

入
金

の
返

済
に

充
当

。

※
年

度
途

中
に

未
収

金
の

回
収

が
あ

っ
た

場
合

は
、

年
度

末
の

県
貸

付
金

の
返

済

に
充

当
す

る
た

め
、

県
貸

付
金

の
返

済
の

た
め

に
金

融
機

関
か

ら
借

り
入

れ
る

年

度
末

の
借

入
金

が
少

な
く
な

り
、

翌
年

度
の

県
貸

付
金

が
縮

減
さ

れ
る

。

○
米

倉
山

造
成

地
の

概
要

・
県

が
策

定
し

た
甲

府
地

域
集

積
促

進
計

画
に

基
づ

き
、

平
成

2年
に

県
が

公
社

に
事

業
を

依
頼

。

・
バ

ブ
ル

経
済

崩
壊

後
の

長
引

く
景

気
低

迷
に

よ
り

、
地

価
の

下
落

が
続

い
た

こ
と

で
計

画
が

具
体

化
せ

ず
、

造
成

地
の

活
用

策
も

見
出

せ
な

く
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
平

成
2
0
年

に
県

が
土

地
開

発
基

金
に

よ
り

、
米

倉
山

造
成

地
を

簿
価

（
41

.5

億
円

）
で

取
得

。

・
県

は
、

1
10

.7
億

円
（
1
52

.2
億

円
－

41
.5

億
円

）
の

特
別

損
失

に
つ

い
て

、
無

利
子

貸
付

及
び

補
助

金
に

よ
り

、
平

成
2
0

年
度

以
降

30
年

か
け

て
解

消
。

○
市

川
三

郷
工

業
団

地
の

瑕
疵

問
題

の
概

要

・
分

譲
し

た
造

成
地

に
お

い
て

、
平

成
24

年
4
月

に
立

地
企

業
が

工
場

建
設

の
た

め
掘

削
し

た
と

こ
ろ

、
大

量
の

転
石

や

廃
棄

物
を

発
見

。

・
公

社
は

、
売

主
と

し
て

の
瑕

疵
担

保
責

任
に

よ
り

、
6.

5
億

円
を

借
り

入
れ

し
、

転
石

や
廃

棄
物

の
撤

去
費

と
し

て
支

出
。

・
ま

た
、

当
該

地
の

隣
接

未
分

譲
地

は
、

当
該

地
と

同
時

期
に

一
体

的
に

整
備

し
て

お
り

、
転

石
や

廃
棄

物
が

発
見

さ
れ

る
可

能
性

が
高

い
た

め
、

工
業

団
地

と
し

て
の

販
売

を
断

念
し

、
太

陽
光

発
電

施
設

用
地

と
し

て
活

用
（
隣

接
未

分
譲

地
の

造
成

に
要

し
た

4
.6

億
円

の
借

入
が

返
済

不
能

）
。

・
県

は
、

1
1.

1
億

円
（6

.5
億

円
＋

4.
6億

円
）の

債
務

に
つ

い
て

、
無

利
子

貸
付

及
び

補
助

金
に

よ
り

、
平

成
4
9（

令
和

1
9
）

年
ま

で
に

解
消

。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県住宅供給公社改革プラン（第四次）実施状況 
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資料１ 



１ 令和６年度住宅供給公社の決算について 

 

（１）損益の状況 

   令和６年度の山梨県住宅供給公社（以下「公社」という。）決算では、双葉・響が丘利便

施設用地等の賃貸管理事業収益が約１億７千万円、県営住宅の管理受託住宅管理事業収益が

約４億１千万円など、事業収益合計は約５億８千万円となった。 

   これに対し、事業原価は、賃貸管理事業原価が約３千６百万円、県営住宅の管理受託住宅

管理事業原価が約３億８千万円など合計約４億２千万円であった。 

   また、一般管理費は、約２千６百万円となり、事業利益は、約 1 億４千万円となった。こ

れに、県からの補助金８千万円を加えるなどして、経常利益は約２億２千万円となった。 

   さらに、特別損失として固定資産売却損約１千１百万円を計上した結果、当期純利益は約

２億１千万円となった。 

 なお、分譲事業は、平成２２年度で分譲資産を完売し終了となっている。 

 

                                    （単位：円） 

科                目 令和５年度 令和６年度 増減 

事  業  収  益 ［ａ］ 600,147,145 579,461,328 △20,685,817 

 分譲事業収益 - - - 

 賃貸管理事業収益 168,056,533 168,064,800 8,267 

 管理受託住宅管理事業収益 430,397,361 409,847,827 △20,549,534 

 その他事業収益 1,693,251 1,548,701 △144,550 

事  業  原  価 ［ｂ］ 436,285,885 415,878,985 △20,406,900 

 分譲事業原価 - - - 

 賃貸管理事業原価 31,198,510 35,706,493 4,507,983 

 管理受託住宅管理事業原価 403,644,874 378,828,634 △24,816,240 

 その他事業原価 1,442,501 1,343,858 △98,643 

一 般 管 理 費 ［ｃ］  22,120,365 25,592,876 3,472,511 

事 業 利 益 ［ｄ＝ａ－ｂ－ｃ］ 141,740,895 137,989,467 △3,751,428 

その他経常収益 ［ｅ］ 241,895,353 84,084,867 △157,810,486 

その他経常費用 ［ｆ］ 7,042,661 3,848,276 △3,194,385 

経   常   利   益  

［ｇ＝ｄ＋ｅ－ｆ］ 
376,593,587 218,226,058 △158,367,529 

特別利益   [ h ] - - - 

特別損失   [ｉ]           - 10,784,848 10,784,848 

当    期    純    利    益  

[ｊ＝ｇ＋ｈ－ｉ] 
376,593,587 207,441,210 △169,152,377 

 

 

 

－１－ 



（２）資産及び負債の状況 

 公社が保有する資産は、双葉・響が丘の利便施設賃貸用事業資産約５８億３千万円、定期

借地権資産土地約３億９千万円など、合計で約７６億６千万円となった。 

   また、県営住宅等管理事業をはじめ、各種事業を適切に執行したことと併せ、８千万円の

債務処理対策補助金の交付、約６７億４千万円の短期無利子貸付など、県の財政支援を受け、

借入金残高は、令和５年度末の約６８億２千万円から、令和６年度末には約６６億２千万円

となり、約２億円減少した。 

 
                                                                 （単位：円） 

 

科   目 令和５年度 令和６年度 増減 

流動資産 642,232,104 615,624,657 △26,607,447 

現金預金 640,860,703 614,211,264 △26,649,439 

 未収金 926,062 893,746 △32,316 

分譲事業資産 - - - 

前 払 金 437,110 352,237 △84,873 

立 替 金 8,229 110 △8,119 

 未収消費税 - 167,300 167,300 

貸倒引当金 - - - 

固定資産 7,065,894,154 7,047,752,036 △18,142,118 

賃貸事業資産 6,673,031,324 6,636,831,355 △36,199,969 

     賃貸住宅資産土地    57,647,296 57,647,296 0 

賃貸住宅資産建物 72,809,933 72,809,933 0 

その他施設 1,851,452 1,851,452 0 

減価償却累計額 △27,869,654 △31,197,338 △3,327,684 

賃貸施設等資産 6,568,549,860 6,535,720,012 △32,829,848 

賃貸宅地 5,831,516,273 5,831,516,273 0 

定期借地権資産土地 419,420,587 386,590,739 △32,829,848 

     その他賃貸施設 317,613,000 317,613,000 0 

   長期前払費用 42,437 0 △42,437 

 その他事業資産 8,910,834 6,642,724 △2,268,110 

長期割賦金 4,961,083 3,257,515 △1,703,568 

長期事業未収金 3,949,751 3,385,209 △564,542 

 有形固定資産 2,001,747 1,763,166 △238,581 

   建物等資産 8,512,000 8,512,000 0 

減価償却累計額 △6,510,256 △6,748,837 △238,581 

その他の有形固定資産 1,270,232 1,270,232 0 

減価償却累計額 △1,270,229 △1,270,229 0 

 その他固定資産 385,900,000 405,900,000 20,000,000 

長期有価証券 283,900,000 283,900,000 0 

長期定期預金 102,000,000 122,000,000 20,000,000 

  貸倒引当金 △3,949,751 △3,385,209 564,542 

資産の部合計 7,708,126,258 7,663,376,693 △44,749,565 

－２－



（単位：円） 

 
 
 
２ 住宅供給公社改革プラン（第四次）の実施状況 
 
  計画期間 令和６年度～令和１０年度 
 

経営方針 
 
 (1)  借入金の返済  

債務処理対策補助金及び短期無利子貸付金により、金融機関の有利子負担を軽減した上
で、計画的に借入金の返済を行った。 

 

借入金残高 （R5）6,822,516 千円 →（R6）6,621,516 千円（201,000 千円 削減） 

 
(2) 賃貸管理事業の継続 

双葉・響が丘事業用地を中心とした賃貸管理事業を引き続き実施した。 
また、第四次改革プラン中に契約期限を迎える事業用定期借地権契約について、事業

者と契約継続に向けた調整を行った。 
 
 

 
－３－ 

科   目 令和５年度 令和６年度 増減 

流動負債 6,912,551,954 6,706,407,165 △206,144,789 

短期借入金 6,822,516,000 6,621,516,000 △201,000,000 

 未  払  金 79,185,805 76,540,605 △2,645,200 

前  受  金 482,234 257,446 △224,788 

預  り  金 4,669,876 4,339,422 △330,454 

賞与引当金 3,580,239 3,753,692 173,453 

未払消費税 2,117,800 0 △2,117,800 

固定負債 395,470,622 349,424,636 △46,045,986 

 長期借入金 0 0 0 

 預り保証金 254,581,844 244,819,184 △9,762,660 

 引  当  金 140,137,821 104,106,729 △36,031,092 

  退職給付引当金 122,533,821 103,770,729 △18,763,092 

  計画修繕引当金 17,604,000 336,000 △17,268,000 

その他固定負債 750,957 498,723 △252,234 

 長期前受金 550,167 297,933 △252,234 

 長期未払金 200,790 200,790 0 

負債の部合計 7,308,022,576 7,055,831,801 △252,190,775 

資本金 10,000,000 10,000,000 0 

剰余金 390,103,682 597,544,892 207,441,210 

資本の部合計  400,103,682 607,544,892 207,441,210 

負債・資本の部合計 7,708,126,258 7,663,376,693 △44,749,565 



(3)  保有資産の整理 
分譲地内に残存する道路、公園、ガス基地用地等について、現状把握と課題の整理を継続

している。 
 

 (4) 県営住宅の管理 
県営住宅については、公社が引き続き管理業務を適正に行っている。（81 団地、5,873 戸） 
また、令和４年度から、県営住宅の一部について、民間事業者が指定管理者として管理業

務を行っている。 
 
(5) ファミ賃事業への対応 

事業継続中の 1 オーナーについて、入居状況や返済状況など経営状況の管理を行った。
（未収金なし） 

 
（6)  要員計画 

プロパー職員が長年培ってきた経験とノウハウが必要なことから、プロパー職員については、定年退
職以外は雇用を維持することを基本とし、業務量に相応した適正人員の配置を行っている。 
 

職員数（令和7年4月1日現在） プロパー職員5名＋事務員及び非常勤11名 ＝16名 
※ 事務局長（県職員）を除く 

                                   
 (7)  人件費の抑制 
      プロパー職員の給料や手当に関する人件費の縮減方策（職員給料の 5％削減、管理職手当

の 50％削減）を継続している。(平成 17 年度～) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－４－ 



経営健全化方針に基づく取組状況（令和７年度） 

 

○法人名：山梨県住宅供給公社 

 

○経営健全化方針を策定した理由 

・本県では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の将来負担比率に算入された額（県負

担見込額）の状況等から、山梨県住宅供給公社を含む経営が悪化していると判断された５法人（注

１）について、弁護士、公認会計士、学識経験者等の外部の専門家を含めた「山梨県出資法人経

営検討委員会」を設置し、改革の方向性等の検討を行い、その検討結果に基づき、「改革プラン」

を策定し、必要に応じ改定を行ってきました。 

・総務省通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」（平成 30 年 2 月 20 日付け総財

公第 26 号総務省自治財政局公営企業課長通知）により、相当程度の財政的リスクが存在する第三

セクター等と関係を有する地方公共団体は、抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応

等を内容とする経営健全化のための方針（以下「経営健全化方針」という。）」の策定・公表が求

められたところ、山梨県住宅供給公社は、平成 29 年度決算において債務超過額が約 1,750,423 千

円であり、経営健全化方針の策定要件（１）「債務超過法人」に該当することから、「山梨県住宅

供給公社改革プラン」を「経営健全化方針」としても位置付け、引き続き抜本的改革を推進する

こととしました。 

（注１）山梨県土地開発公社、（公財）山梨県環境整備事業団、（公財）山梨県農業振興公社、 

山梨県住宅供給公社、（公財）山梨県林業公社（林業公社については平成 28 年度解散） 

 

○財政的リスクの状況 

 平成 29 年度決算 

（注２） 

令和５年度決算 

（注３） 

令和６年度決算 

（注３） 

債務超過額 △ 1,750,423 千円 ― ― 

損失補償、債務保証及び

短期貸付けの合計額（Ａ） 
8,781,599 千円 6,876,232 千円 6,742,516 千円 

標準財政規模（Ｂ） 261,114,964 千円 270,856,606 千円 274,969,974 千円 

実質赤字比率 3.75％ 3.75％ 3.75％ 

（Ａ）／（Ｂ） 3.36％ 2.54％ 2.45％ 

 

（注２）経営健全化方針の策定が必要となった決算年度の数値 

（注３）直近２年間の決算年度の数値 

 

 

 

 

 

 

 
－５－ 



１ 公社の概要と改革プラン策定の経緯
(1) 設立と役割

・ 昭和４３年２月に県の全額出資（１千万円）により設立
・ ３千戸超の分譲や賃貸住宅を供給し、住宅整備に大きな役割

(2) 経営悪化と経営再建に向けた取り組み
・ バブル景気崩壊による分譲住宅の販売不振
・ 経営改善計画を策定し、経営合理化等の取り組みを推進

(3) 第一次改革プラン（H22～H25）の策定
・ 新たな経営計画(H21～H25)を経営検討委員会で再検討し、策定

(2) 主な財務状況
① 資産合計：約７７億１千万円（賃貸事業資産：約６７億円）

② 負債合計：約７６億９千万円（長期借入金：約７２億円）
③ 資本合計：約２千３百万円

(4) 第二次改革プラン（H26～H30）の策定
・ 分譲事業を終了し役割を終えたため、令和２０年度を目途に解散
・ 県負担の抑制と債務処理対策の積極推進
・ 県営住宅に令和５年度目途に指定管理者制度への移行を検討

(5) 第三次改革プラン（H31～R5）の策定
・ 第二次プラン債務処理対策を継続
・ 令和４年度から令和６年度までの３年間、一部の県営住宅に指定管

理者制度を導入、段階的移行を実施

１ 計画期間

令和６年度から令和１０年度までの５年間

２ 経営方針

(１) 借入金の返済

・ 借入金約６８億円（R5）を５年間で約５７億円に削減

(２) 賃貸管理事業の継続

・ 第四次プラン期間に期限を迎える双葉・響が丘事業用定期借地権契約は、

継続を基本に事業者と協議

(３) 保有資産の整理

・ 分譲地内の附帯施設の移管手続き等で県と公社が連携し、諸課題を解決

(４) 県営住宅の管理

・ 公社組織力の低下を勘案しつつ、管理代行制度による管理を継続

・ 県及び指定管理者へ公社ノウハウ承継のため連携

(５) ファミ賃事業への対応

・ 事業継続中のオーナー１名に対する借換え促進等による公社連帯債務解消

・ 公社経営の１件は、賃貸事業で収益を確保しつつ、物件の売却を見据え検討

(６) 要員計画

・ プロパー職員については定年退職以外は雇用維持を基本

・ 業務量に相応した適正人員の配置

（７) 人件費の抑制

・ プロパー職員の給料（５％カット）、管理職手当（５０％カット）の縮減方策継続

１ 債務処理
長期借入金の返済

① 第二次改革プランの短期無利子貸付金を令和２０年度まで継続
借入金額が上限額の約６９億円を下回るため借入金額（補助金分
を控除）を貸付

② 第二次改革プランの債務処理対策補助金を令和２０年度まで継続
2.4億円（H31～R5）、0.8億円（R6～R１9）、0.7億円（R20）

２ ファミ賃事業に係る連帯債務の解消
・公社連帯債務の解消

３ 解散の時期
・ 今後の社会経済状況等を踏まえ、令和２０年度を目途に解散

４ 保有資産の整理等
(1) 分譲地内附帯施設

・ 移管手続等を推進
(2) 双葉・響が丘 利便施設用地等

・ 地代収益の確保及び資産売却に向けての検討
(3) 定期借地権分譲宅地

・ 解散後貸借継続対応の検討
５ 県営住宅の管理
(1) 指定管理者制度への移行

・ 公社管理代行を併用しつつ段階的に移行
(2) 円滑な移行の実施

・ 管理手法の変更に伴い県民サービスが低下しないよう移行

第３ 第四次改革プランの計画期間、経営方針第１ 現状

第２ 今後の課題と対応策
参考）借入金返済と解散時清算の見通し

２ 第三次改革プランの主な達成＆実施状況

３ 公社の現状（R４年度末）
(1) 主な実施事業

① 県営住宅等管理事業（受託期間：R4～R6）： 5,923戸
② 一般賃貸住宅管理事業（パレス５１）：１棟 14戸
③ 事業用賃貸宅地管理事業（双葉・響が丘）：62,260㎡

(3) 県営住宅の管理移行

９団地に指定管理者制度を導入

借入金の返済と繰越欠損金

の解消で目標以上の成果

今後の諸課題に着実に対応し、

改革を更に前進

※ 今後の事業見通し

(2) 繰越欠損金の解消(1) 借入金の返済

(基準年度)
２０１８ ２０２３ ２０２８ ２０３８
（Ｈ３０） （Ｒ５） （Ｒ１０） （Ｒ２０）

補助金 補助金
4億円 11.9億円
公社事業
7億円 公社事業

22.1億円
借入金 借入金
85億円 70億円 借入金

59億円 借入金 資産  

36億円 (土地実勢価格)
36億円

補助金 補助金
4億円 11.9億円
公社事業
7億円 公社事業

22.1億円
借入金
68億円 借入金

57億円 借入金 資産 

34億円 (土地実勢価格)
34億円
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H30 R1 R2 R3 R4 R5見込

借入金の返済状況 単位：億円

約15億円の削減目標に対し約16億円削減 15

12

7

3

0
0

5

10

15

20

H30 R1 R2 R3 R4

繰越欠損金の解消 単位：億円

プラン期間内での解消に

対し令和４年度末で解消

第四次プラン期間 第五次プラン期間 第六次プラン期間

借入金の返済

賃貸施設等管理事
業の継続

保有資産の整理

県営住宅の管理

ファミ賃事業
への対応

要員計画

人件費の抑制

•
令
和
２
０
年
度
を
目
途
に
公
社
解
散

６８億円

順次指定管理制度導入

１１億円削減

分譲地附帯施設の移管等

事業用定期借地権設定契約の継続

適切な経営状況管理の継続(オーナー物件)

売却検討(公社経営物件)

縮小整理に伴う要員等の随時見直し

給与５％カット、管理職手当５０％カットの継続

５７億円 ４５億円 ３４億円

資料２



 

 

 

 

  

 

 

 

 

山梨県住宅供給公社改革プラン 

― 第四次 ― 

（経営健全化方針） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

令和６年３月 
 
 

 山梨県 
  

資料３ 



 

 

目   次 
第１ 現状 .......................................................................... 1 

１ 公社の概要と改革プラン策定の経緯 ............................................ 1 

（１）設立と役割 ................................................................ 1 

（２）経営悪化と経営再建に向けた取り組み ........................................ 1 

（３）第一次改革プラン（Ｈ２２～Ｈ２５）の策定 .................................. 1 

（４）第二次改革プラン（Ｈ２６～Ｈ３０）の策定 .................................. 1 

（５）第三次改革プラン（Ｈ３１～Ｒ５）の策定 .................................... 2 

２ 第三次改革プランの達成状況 .................................................. 2 

（１）借入金の返済 .............................................................. 2 

（２）繰越欠損金の解消 .......................................................... 3 

（３）県営住宅の管理 ............................................................ 3 

（４）保有資産の整理 ............................................................ 3 

（５）賃貸管理事業の継続 ........................................................ 3 

（６）ファミ賃事業への対応 ...................................................... 3 

（７）要員計画 .................................................................. 4 

（８）人件費の抑制 .............................................................. 4 

３ 公社の現状 .................................................................. 5 

（１）実施事業 .................................................................. 5 

（２）財務状況 .................................................................. 5 

（３）分譲事業の欠損金 .......................................................... 6 

（４）借入金と支払利息 .......................................................... 7 

第２ 今後の課題と対応策 ............................................................ 7 

１ 債務処理 .................................................................... 7 

（１）借入金の返済 .............................................................. 7 

（２）ファミ賃事業に係る連帯債務の解消等 ....................................... 10 

２ 解散の時期 ................................................................. 10 

（１）解散に要する費用 ......................................................... 10 

（２）各事業の実施期間 ......................................................... 11 

３ 保有資産の整理等 ........................................................... 12 

（１）分譲地附帯施設 ........................................................... 12 

（２）双葉・響が丘 利便施用地等 ................................................ 13 

（３）定期借地権分譲宅地 ....................................................... 13 

４ 県営住宅の管理 ............................................................. 13 

（１）指定管理者制度への移行 ................................................... 13 

（２）円滑な移行の実施 ......................................................... 13 

第３ 第四次改革プランの計画期間、経営方針 ......................................... 14 

１ 計画期間 ................................................................... 14 
２ 経営方針 ................................................................... 14 

（１）借入金の返済 ............................................................. 14 

（２）賃貸管理事業の継続 ....................................................... 14 

（３）保有資産の整理 ........................................................... 14 

（４）県営住宅の管理 ........................................................... 14 

（５）ファミ賃事業への対応 ..................................................... 15 

（６）要員計画 ................................................................. 15 

（７）人件費の抑制 ............................................................. 15 

（８）改革の推進 ............................................................... 15 



- 1 - 

 

第１ 現状 

 

１ 公社の概要と改革プラン策定の経緯 

 

（１）設立と役割 

山梨県住宅供給公社（以下「公社」という。）は、地方住宅供給公

社法に基づき、勤労者に居住環境の良好な集団住宅及び宅地を供給す

ることを目的として、昭和４３年２月に県の全額出資（１千万円）に

より設立され、昭和３０年代から住宅施策の一環として県が行ってき

た分譲事業を公社が受け継ぐ形となった。以来、３千戸を超える分譲

住宅や賃貸住宅を供給し、良質で低廉な住宅の整備に大きな役割を担

ってきた。 

 

（２）経営悪化と経営再建に向けた取り組み 

いわゆるバブル景気時に取得開発した住宅団地がバブル景気崩壊後

の長引く景気低迷の中、販売不振となり財政状況が悪化した。 

このため、平成９年度に「経営改善計画」を、平成１２年度には

「新たな経営改善計画」を策定し、分譲資産の早期処分や組織改革に

よる経営合理化等に取り組んできた。 

さらに、外部の有識者からなる「山梨県住宅供給公社検討委員会」

からの提言を踏まえ、平成１７年３月に「経営計画」を策定し、新規

の分譲事業を行わないこと、保有する分譲資産の計画的な販売、組織

体制の見直し、人件費の縮減、更には県補助金の創設等、経営の健全

化に向けた取り組みを進めてきた。 

 

（３）第一次改革プラン（Ｈ２２～Ｈ２５）の策定 

総務省は、平成２０年６月、経営が著しく悪化した第三セクター等

の改革について、ガイドラインを示し、平成２１年６月には、第三セ

クター等改革推進債を活用し、存廃も含めた抜本的改革を行うよう助

言を行った。 

県としても財政健全化に取り組んでおり、将来負担比率の抑制を行

う必要があったため、平成２１年３月に策定した「新たな経営計画

（Ｈ２１～Ｈ２５）」について、外部有識者等からなる山梨県出資法

人経営検討委員会における検証を行うとともに、公社の存廃も含めた

必要性等の検討を行い、平成２２年１０月に「第一次改革プラン（Ｈ

２２～Ｈ２５）」を策定した。 

 

（４）第二次改革プラン（Ｈ２６～Ｈ３０）の策定 

当時、課題となっていたファミリー賃貸住宅割賦事業（以下「ファミ賃

事業」という。）により発生した未収金への対策や、今後、事業の縮小
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整理に努めることとした。また、分譲事業を終了し本来の役割を終え

たため、令和２０年度を目途に解散すること及び県営住宅管理に令和

５年度を目途とした指定管理者制度等への移行を検討することなどを

内容とする「第二次改革プラン（Ｈ２６～Ｈ３０）」を策定した。 

 

（５）第三次改革プラン（Ｈ３１～Ｒ５）の策定 

第二次改革プランの継続を基本とし、令和２０年度を目途としてい

る解散に向け、借入金返済や繰越欠損金解消などの諸課題に着実に対

応するとともに、令和４年度から令和６年度までの３年間、一部の県

営住宅で指定管理者制度を取り入れ、段階的移行を実施することなど

を内容とする「第三次改革プラン（Ｈ３１～Ｒ５）」を策定した。 

 

２ 第三次改革プランの達成状況 

  借入金の返済及び繰越欠損金の解消において、第三次改革プランにお

いて定めた目標以上の成果を達成できる見込みである。 

 

（１）借入金の返済 

短期無利子貸付金及び債務処理対策補助金により、金融機関の有利

子負債を軽減し、経営の健全化を図り、債務処理対策補助金及び賃貸

管理事業の事業利益等を償還財源に充てることで、計画的に返済を行

った。 

その結果、平成３０年度末の借入金約８５億円（ファミ賃事業の

公社による直接経営分を含む）を５年間で約１５億円削減するとし

た第三次改革プランの目標に対し、約１６億円の削減を行い、令和

５年度末には約６８億円にできる見込みである。 

 

借入金の推移                       （単位：百万円） 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5見込 

期末残高 8,451 8,152 7,752 7,512 7,172 6,823 

削減額  △ 299 △ 400 △ 240 △ 340 △ 350 

削減額累計  △ 299 △ 699 △ 939 △1,279 △1,628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：億円 
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（２）繰越欠損金の解消 

平成３０年度末に約１５億円あった繰越欠損金については、第三次プ

ラン期間中の解消としていたが、賃貸管理事業等を適切に実施した結

果、令和４年度末で全て解消した。 

 

繰越欠損金及び剰余金の推移             （単位：百万円） 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

期末残高 △1,494 △1,153 △732 △344 13 

圧縮額  341 421 388 357 

圧縮額累計  341 762 1,150 1,507 

 

（３）県営住宅の管理 

  県営住宅等については、公社が管理代行制度による管理業務を継

続した。 

また、県と連携し、県民サービスの低下を招くことがないよう、

業務の円滑な実施に努めながら、民間事業者による指定管理者制度

を導入し、段階的な移行を実施している。 

 

（４）保有資産の整理 

山宮南第一団地及び第二団地とも、解体工事等を計画的に進め、

それぞれ令和２年１１月及び令和４年５月に事業を廃止した。 

分譲団地内のガス基地として供給業者に貸与している用地（以下

「ガス基地用地」という。）については、ガス供給事業者との協議

を行い、２団地のガス基地用地を売却した。 

分譲団地内の道路、公園などの附帯施設等については、移管先機

関との協議等は継続してきたものの、第三次改革プラン期間中の実

績としての成果を上げることができなかった。 

 

（５）賃貸管理事業の継続 

 第三次改革プラン期間中に契約期限を迎えた事業用定期借地権契

約については、契約の継続を基本に事業者との協議を行い、契約の

継続が図られた。 

 

（６）ファミ賃事業への対応 

事業継続中のオーナー１者については、適切な事業経営により未

収金が発生することなく返済が進んでおり、連帯債務は解消される見

込みである。 

また、法的手続きにより公社が取得し、直接経営を行っている１

件については、一般賃貸住宅管理事業として家賃収入が確保できて

おり、健全な経営が実施継続されている。 
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連帯債務の状況                     （単位：百万円） 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5見込 

期末残高 64 62 59 56 52 48 

縮減削減額  △2 △3 △3 △4 △4 

削減額累計  △2 △5 △8 △12 △16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）要員計画 

令和３年度までは２１人を基本とする要員計画に基づく配置とし

た。 

令和４年度の一部県営住宅への指定管理者制度の導入を受け、要

員見直しを行った。 

    また、公社事業の縮小整理・調整等の対応や技術力確保のための

県職員の派遣については、令和４年度まで支援を行った。 

 

（８）人件費の抑制 

人件費の抑制方策に基づき、計画どおり実施した。 
 

 （プロパー職員の給料や手当に関する人件費の縮減方策の継続） 

職員給料  ：適用給料表（山梨県職員給与条例、行政職給料表） 

の給料月額を５％削減 

     管理職手当 ：支給額を５０％削減 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円 
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３ 公社の現状 

 

（１）実施事業 

公社は、県営住宅の管理代行者等として管理を行う県営住宅等管

理事業を中心に、賃貸管理事業及びその他の事業を実施している。 

 
事業計画（令和５年４月１日現在） 
① 県営住宅等管理事業（現行受託期間：R3～R6） 

県営住宅       管理代行制度  ５，７６８戸 
特定公共賃貸住宅    指定管理者制度     ４２ 戸 
準特定優良賃貸住宅   指定管理者制度    １１３戸 

② 一般賃貸住宅管理事業 
パレス５１  １棟  １４戸 

③ 賃貸管理事業 
賃貸宅地管理等事業 

双葉・響が丘 利便施設用地等  ９区画  約５６，１４７㎡ 
その他賃貸施設事業 

双葉・響が丘 駐車場他    ５ヶ所 約６，１１３㎡ 
定期借地権分譲管理事業  双葉響が丘 他２団地 ３１区画 

④ その他事業 

ファミ賃事業  １オーナー 

分譲住宅後払い割賦事業  ４件 

高齢者向け優良賃貸住宅管理事業  ５件 管理戸数２３戸 

 

（２）財務状況 

① 資産及び負債等の状況 

令和４年度決算では、公社が保有する資産は、賃貸事業資産約 

６７億円（双葉・響が丘 利便施設事業用地等 約５８億３千万円、

定期借地権資産土地 約４億円２千万円ほか）などからなる約７７億

となっている。 

なお、賃貸事業資産は、約６７億円の簿価に対し約３４億円の実

勢地価（令和５年公示地価等から推計）が見込まれることから、将

来的に約３３億円の評価損が発生する見込みである。 

一方、金融機関からの借入金約７２億など、負債合計は約７７億

円となっている。 

また、前期繰越欠損金が約３億４千万円となっていたが、当期総

利益が約３億６千万円となったため、前期繰越欠損金は全て解消さ

れ、約１千３百万円が利益剰余金となっている。 
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貸借対照表（令和５年３月３１日現在）                  （単位：百万円） 

科 目 金 額 科 目 金 額  

流動資産 

現金預金 

未収金 他 

 

固定資産 

賃貸事業資産 

賃貸施設等資産 

賃貸宅地 

定期借地権資産土地 

その他賃貸施設 

その他賃貸事業資産 

その他事業資産 

有形固定資産 

その他固定資産 

貸倒引当金 

６４０ 

６３９ 

１ 

 

７，０７１ 

６，６７６

６，５６９ 

５，８３２ 

４１９ 

３１８ 

１０７ 

１４ 

２ 

３８６ 

△７ 

流動負債 

未払金 

その他 

 

固定負債 

長期借入金 

その他  

１０６ 

８７ 

１９ 

 

７，５８２ 

７，１７３ 

４０９ 

負債計 ７，６８８ 

資本金 

 

剰余金 

当期利益 

繰越欠損金  

１０ 

 

１３ 

３５７ 

△３４４ 

資本計 ２３ 

資産計 ７，７１１ 負債及び資本計 ７，７１１ 

 

② 損益等の状況 

平成２２年度に残っていた分譲資産を完売するまでは、分譲事業

の事業損失が大きかったため、経常利益は安定していなかったが、

分譲が終了した平成２３年度以降は、概ね３億円から４億円の経常

利益を継続して確保している。 

 

経常利益の状況                       （単位：百万円） 

年度 H19 H20 H21 H22 

経常利益 47 192 245 212 

債務処理対策補助金算入前の経常利益(実質的な経常利益)  △193 △48 5 △28 
 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

293 295 305 433 475 314 313 283 

53 55 65 193 235 74 73 43 
 

R1 R2 R3 R4 R5 見込 

332 383 387 360 360 

92 143 147 120 120 

 

（３）分譲事業の欠損金 

分譲資産はその投下経費と販売価格に大きな乖離が生じていたた

め、平成１６、１７年度に地方住宅供給公社の会計基準に基づき強制

評価減を実施したこと、及び市場の実勢価格を考慮した販売価格を設

定したことなどから欠損金が生じた。 

令和４年度の前年度繰越欠損金(利益余剰金のマイナス)は約３億４

千万円となっていたが、令和４年度末には、当年度事業利益及び県の

債務処理対策補助金によりすべて解消された。 
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なお、公社の分譲事業は平成２２年度に終了しており、分譲事業から新

たな事業損失（欠損金）は発生していない。 

 

債務処理対策補助金のスキーム 

年   度 毎年度の補助額 

平成２６年度～令和５年度 ２．４億円 

令和６年度～令和１９年度 ０．８億円 

令和２０年度 ０．７億円 

合 計 ３５．９億円 

※令和６年度以降の補助金総額は、１１．９億円となる。 

 

（４）借入金と支払利息 

公社は、県の損失補償を受けて金融機関から借入を行っており、令

和５年度末の借入金残高は約６８億円を見込んでいる。県は債務処理

対策補助金に加え、支払利息軽減のため、平成２６年度から約６９億

円の無利子貸付を行っており、年間２千万円を上回る支払利息が軽減

されている（令和５年度以降は見込）。 

この結果、借入金は、平成３０年度末からの５年間で約１６億円を

削減できる見込みであり、今後も、県の補助金や無利子貸付金を継続

し、支払利息軽減効果や公社事業の利益により、借入金残高を削減し

ていく。 

 

支払利息の軽減状況                               （単位：百万円） 

年 度 借入金残高 支払利息軽減額 借入金金利 

平成３０年度 8,451 △22 0.31%、0.30% 

令和元年度     8,152 △22 0.31%、0.30% 

令和２年度 7,752 △21 0.30% 

令和３年度 7,512 △21 0.30% 

令和４年度 7,173 △23 0.33%、0.30% 

令和５年度(見込) 6,823 △42 0.60%、0.30% 

 

 

第２ 今後の課題と対応策 

 

１ 債務処理 

 

（１）借入金の返済 

借入金については、第三次改革プランで掲げた額を約１億６千万円上

回る削減を達成できる見込みである一方、解散時に清算のため売却する

土地については、公示地価が下落している背景等もあり評価損の拡大も

見込まれるため、今後も事業収入を着実に確保していく必要がある。 
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また、令和２０年度を目途としている解散に向けて積極的な債務処理

に取り組み、県負担を抑制していくため、第三次改革プラン同様、第二

次改革プランで定めた次の支援を継続して実施する。 

 

① 短期無利子貸付金の継続 

これまでの短期無利子貸付金＝約６９億円（借入金残高がこれを

下回る年度からは借入金残高と同額）を令和２０年度まで継続し、

支払利息の軽減を図る。 

なお、補助金の利息軽減効果を維持するため、借入金残高から補

助金額を控除した額を貸付額とする運用を行う。 

 

② 補助金の継続 

これまでの債務処理対策補助金を令和２０年度まで継続する。 

     なお、令和５年度までは、補助金額は２億４千万円とされていた

が、第四次公社改革プラン以降は以下の金額設定となる。 

補助額：０．８億円（令和６～１９年度） 

０．７億円（令和２０年度） 

 

こうした支援を継続していくことにより、令和２０年度の解散時の

県負担を縮小させるとともに、資産売却により残債務（令和２０年度

：約３４億円）を解消できる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

借入金残高の見通し                     （単位：億円） 

年度 R5 R10 R15 R20 

借入金残高 ａ 68 57 45 34 

資産価格(実勢) ｂ 34 

資産処分をした時の 

債務借入金残高 c=ａ-ｂ 
34 23 11 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行支援策に基づく今後の負担  

債務処理対策補助金  約１１．９億円(=０．８億円×１４年(R6～R19)＋０．７億円(R20)) 

※ 今後、借入金の金利や賃貸宅地管理等事業等の事業収入が大きく変動する場合は、

必要に応じて支援内容の見直しを行う。 
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公社改革プラン想定における見通し 

 
     

経常利益の見通し                          （単位：百万円） 

年度 R6 R7 R8 R9 R10 

経常利益 199 195 195 195 193 

債務処理対策補助金算入前の経常利益(実質的な

経常利益) 
119 115 115 115 113 

 

用地等保有状況                           令和５年４月 1 日現在 

 区画 面積（㎡） 

賃貸施設   

双葉・響が丘 利便施設事業用地等 9 56,147 

双葉・響が丘 その他賃貸施設（駐車場用地） 5 6,113 

合計 14 62,260 

定期借地権付分譲宅地 ※   

ツリータウン千塚 5  1,084 

白根桃ノ丘団地 5  1,222 

双葉・響が丘 21  4,472 

合計 31  6,778 

   ※ 定期借地権付分譲宅地の解散時売却に関しては、借地者からの購入希望及び手続 

   きへの協力が前提となる。 
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（２）ファミ賃事業に係る連帯債務の解消等 

① 事業概要 

平成５年から平成１３年にかけ、良質な民間賃貸住宅の供給を推

進するため、遊休地を高度利用しようとする土地所有者（オーナ

ー）と公社が共同で賃貸住宅を建設した。 

当該事業においては、オーナーが住宅金融支援機構（以下「機

構」という。）から融資を受け、オーナーからの返済金により公社

経由で機構に対し返済している。 

また、オーナーと公社は共同事業者として、機構に対し連帯債務

を負っているため、一方が破産した場合はもう一方が残債務を一括

返済する契約になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  連帯債務の縮減等 

第二次改革プラン策定時に課題となっていたファミ賃事業の未収

金については解消が図られ、現在、公社直接経営１物件、事業継続

中オーナー１者に整理することができた。 

今後も引き続き、事業継続中の１者に係る連帯債務の解消に努め

ていく。 

また、公社が直接経営を行っている１物件については、賃貸事業

で収益を確保していくとともに、長期的な経営リスク等を踏まえ、

物件の売却について具体的な検討を進める必要がある。 

 

２ 解散の時期 

 

（１）解散に要する費用 

金融機関等からの借入金残高は、令和５年度末で約６８億円を見込

んでいる。仮に現時点で解散するとした場合は、その債務の清算に不

足する額(約３４億円)を、県が一括して負担することが必要となる。 

公 社 

オーナー 

建
物
譲
渡 

共
同
事
業 

債
務
弁
済
契
約 

住

宅

金

融

支

援

機

構 

③ 
オ
䤀
ナ
䤀
か
ら
の
返
済 

② 融資金の代理受理 

④ 公社から返済 
（公社＋オーナーの連帯債務） 

① 融資申し込み（連名） 
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また、各々の年度に解散する場合に想定される費用を試算すると、

以下のとおりとなり、令和２０年度に解散するとした場合が、最も県

負担を抑制できる見通しである。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

（２）各事業の実施期間 

    定期借地権分譲住宅管理においては、借地契約の期限との関係もあ

ることから、解散時までに売却できなかった土地については貸借の継

続が想定される。 

その他の事業においては、概ね令和２０年度以前に終了する予定で

ある。 

社会経済状況の変化によるリスクを回避するため、可能な事業につ

いては縮小整理に努める。 

【解散時期による県負担の比較】 

※令和２０年度解散における県負担が最小となるのは、公社の事業収益による返済

額累計が最大となることが見込まれるためである。 
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事業実施期間の見通し 

 

以上の状況を踏まえ、公社の各事業の終了時期及び解散に伴う県負担

の抑制の観点から、今後、事業の縮小整理に努める中で、令和２０年度

を目途に解散することとした第二次改革プランの方針を継続する。 

 

３ 保有資産の整理等 

 

（１）分譲地附帯施設 

公社の分譲地において、現在も公社所有となっている共用施設（道

路、公園等）や、ガス基地用地等の附帯施設があり、順次移管及び売却

を進めていく必要がある。 

共用施設については、団地が所在する自治体（甲府市、甲斐市）と移

管協議を行ってきたが、状況に応じ自治会等（認可地縁団体※３））とも

協議を進め、早期かつ円滑に施設の移管を行う必要がある。 

また、ガス基地用地については、供給業者２者に対して、引き続き

売却の協議を進める。 
※３）認可地縁団体：平成３年４月に地方自治法が改正され、自治会・町内会等の地縁による団体が一

定の手続きの下に法人格を取得することが可能となり、団体名で不動産登記が出来るようになっ

た。 
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所在市 団地数 道 路 公園・緑地 ガス基地 集会所 ゴミ集積所 浄化槽跡地 倉庫用地 

甲 府 市 10   3 10 －     3 1 1 1 

甲 斐 市 2 1 1 － － － 1    1 

南アルプス市   4 － －    4 － － － － 

甲 州 市 2 － －     2 － － － － 

合  計 18   4 11 6    3    1   2   2 

 

（２）双葉・響が丘 利便施設用地等 

双葉・響が丘利便施設用地等については、事業用定期借地権を設定

し、その事業収益については借入金の返済に充当されている。 

また、その売却予定額については解散時借入金の返済原資として位

置付けられている。 

事業用定期借地権契約に係る地代収益の安定確保及び解散時の資産

売却は、公社改革プランを着実に遂行していく上で重要な課題であ

る。 

 

（３）定期借地権分譲宅地 

    定期借地権分譲宅地については、借地期間内であっても借地者から

購入希望があれば、随時、売却に応じているところであるが、公社解

散後においても、一部契約については貸借の継続が想定されることか

ら、解散後の対応等についても検討を進めていく必要がある。 

 

４ 県営住宅の管理 

 

（１）指定管理者制度への移行 

管理代行制度の優位性（参考資料参照）及び公営住宅管理の特殊性

を踏まえると、当面、公社が管理代行制度により県営住宅の管理をし

ていくことが望ましいが、退職者不補充の方針により、今後、プロパ

ー職員の減少に伴う組織力の低下は免れない。 

このため、公社が令和２０年度を目途に解散することを念頭に、組

織力の低下も勘案しながら、民間事業者による指定管理者制度への移

行を進める。 

 

（２）円滑な移行の実施 

住宅セーフティネットとして重要な役割を担う県営住宅について

は、管理手法の変更によって県民サービスの低下を招くことがないよ

う、円滑に民間事業者による指定管理者制度へ移行する必要がある。 

このため、公社が長年の業務対応により蓄積してきた県営住宅の特

殊性の高い管理業務に関する経験やノウハウが、県及び指定管理者に

より効果的に承継されるよう、三者で連携しながら円滑な移行を進め
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ていく。 
 

 

第３ 第四次改革プランの計画期間、経営方針 

 

１ 計画期間 

 令和５年度を基準年度とし、令和６年度から令和１０年度までの５年

間とする。 

なお、令和１０年度において、第四次改革プランの検証を行う。 

 

２ 経営方針 

第四次改革プランの経営方針については、第三次改革プランの継続を

基本とし、今後の諸課題に着実に対応していく。 

 

（１）借入金の返済 

短期無利子貸付金及び債務処理対策補助金により、金融機関の有利子

負債を軽減した上で、経営の健全化を図り、借入金を計画的に削減して

いく。 

令和５年度末で見込まれる借入金約６８億円を今後５年間で約１１

億円削減し、令和１０年度末の借入金残高が約５７億円となるよう削

減に努める。 

 

（２）賃貸管理事業の継続 

   双葉・響が丘利便施設用地等を中心とした賃貸施設等管理事業は、

借入金返済原資として安定した収入が見込める事業であることから、

引き続き着実に実施していく。第四次プラン期間内に期限を迎える事

業用定期借地権設定契約については、その継続を基本に事業者と協議

を進める。 

 

（３）保有資産の整理 

分譲地内に残存する道路、公園、ガス基地用地等の附帯施設につい

ては、令和２０年度を目途とした解散を見据えながら、移管先機関等

との協議を継続していく。 

また、資産整理を円滑に進めるため、移管に伴う問題点等を整理し

た上で進捗状況等を適切に管理し、県と公社の間で情報共有を図りな

がら諸課題への解決を図るものとし、県は必要に応じて支援を行う。 

 

（４）県営住宅の管理 

プロパー職員の要員等を勘案した範囲で、管理代行制度による管理

を継続する。 
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併せて、全面的移行を見据え、県及び公社は、指定管理事業者と連

携し、公社が長年に渡り蓄積した経験やノウハウを共有するなど、入

居者にとって必要なサービスが、全ての入居者に公平公正に提供でき

る管理体制の整備に努める。 

 

（５）ファミ賃事業への対応 

事業を継続しているオーナー１者については、借換えの促進等を行

うとともに、適切に経営状況等を管理していく。なお、未収金が発生

した場合は、厳正な債権回収や公社による直接経営等により、公社の

連帯債務の解消を図る。 

また、法的手続きにより公社が取得し、直接経営を行っている１物

件については、賃貸事業により収益を確保していくとともに、長期経

営によるリスク等を考慮し、物件の売却を見据えた具体的な検討を進

める。 

 

（６）要員計画 

本プランにおける各種事業を着実に遂行していくためには、公社プ

ロパー職員が長年の業務執行により培ってきた経験とノウハウが必要

であることから、プロパー職員については、定年退職以外は雇用を維

持することを基本とする。 

また、業務量に相応した適正人員の配置を行っていく。 

 

（７）人件費の抑制  

プロパー職員の給料や手当に関する現在の人件費の縮減方策は、継

続する。 

 

項 目 縮 減 の 内 容 

職員給料 
適用給料表（山梨県職員給与条例に規定する行政職給料表）の給

料月額を５％削減した額を算定基礎とし支給 

管理職手当 支給額を５０％削減した額を支給 

 

（８）改革の推進 

    上記の取組みに加えて、様々な手法を検討し、出来る限り県負担を

少なくしつつ、早期かつ円滑に債務処理を終了できるよう、努めてい

く。 
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２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９
（Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１）

借入金の返済

賃貸施設等管理
事業の継続

保有資産の整理

県営住宅の管理

ファミ賃事業
への対応

要員計画

人件費の抑制

２
０
３
８
年
度
を
目
途
に
公
社
解
散

６８億円 ５７億円

第四次改革プラン計画期間

指定管理（民間）

管理代行（公社）

１１億円削減

分譲地附帯施設の移管等

期限を迎える事業用定期借地権設定契約の継続

適切な経営状況管理の継続(オーナー物件)

売却検討(公社経営物件)

縮小整理に伴う要員等の随時見直し

給与５％カット、管理職手当５０％カットの継続
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   ○ 指定管理者制度と管理代行制度の比較（第二次改革プランからの再掲）                                   

 指定管理者制度 管理代行制度 

根拠法令  平成１５年度に地方自治法の改正

によって創設 

－第２４４条の２－ 

 平成１７年度に公営住宅法の改正によ

って創設 

－第４７条－ 

考え方  公の施設管理を広く民間が行うこ

とができる制度で、地方公共団体の

指定を受けた指定管理者が管理業

務の一部を行う。 

 

 

 県営住宅を管理するために設けられた

制度で、人々が生活の本拠を置くとともに

入居者の家族構成や収入状況等高度な

個人情報の提供を受け施設の管理等を

行うという県営住宅の特殊性を踏まえたも

の。 

 単なる事務の委託ではなく、管理権限を

伴う事業主体の立場を代行する。 

主 体 

 

 法人その他の団体 

 

 事業主体以外の地方公共団体（事務組

合含む。）又は地方住宅供給公社に限定 

性 格  県営住宅の管理業務の一部を競

争により委託させることで、入居者の

要求に対して迅速な対応が可能と

なり、また、事業主体の事務経費の

節減が図られる。<委託する事務が

限定> 

 県営住宅の入居者の決定から明渡し請

求までの一連の業務を代行させることで、

効率的で迅速なサービスの提供が可能に

なり、また、事業主体の事務が軽減するた

め、指定管理者制度と比較すると県職員

数は少なくて済む。<最大の利点> 

 さらに、県営住宅は住宅困窮者の居住

の安定を図ることから、住民の生活の安定

に寄与することを目的とする住宅供給公

社による管理が適している。 

業務範囲  行政判断が不要な機械的事務や

事実行為に限る。 

 公営住宅法第３章の管理事務のうち家

賃の決定や減免等金銭に係るもの以外の

もの 

 

※ 管理代行制度の意義 

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることを目的として

いることから、その管理は、公営住宅法に基づき、中立・公平な立場に立った適

切な判断に基づき行う必要がある。 

このため、公営住宅法においては、管理権限の行使を事業主体たる地方公共団

体に限定している。 

このような管理権限の行使を含めた管理の代行は、個別の業務委託や指定管理

者制度ではできないことから、公営住宅法の改正により、代行者を地方公共団体

と住宅供給公社に限ったうえで、公営住宅の管理代行制度が設けられた。 

参考資料（管理代行補足説明資料） 


